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【会議の概要】 

１ 開  会 

２ 議  事 

   諮問第１号 

事務局が一括して説明し、次のとおりの質疑となった。 
 

 ⑴ 伊達市水道事業経営戦略の策定について 
   

〇委員 

   ３事業とも、ＰＤＣＡサイクルについて記載していますが、下水道事業だけがサ

イクルの図式の記載方法が違います。これは、実施方法が違う意味でしょうか。 
 
  ●事務局 

   下水道事業だけが、矢印の回転方向が違っているだけです。下水道事業について

は、ほかの２事業と同じ回転方向に修正します。 
 
  〇委員 

   15ページ（３）②に記載の配水施設の耐震補強工事について、令和３年度に詳細

耐震診断を行ったあとは、令和９年度の改修設計までは何もしないという意味でし

ょうか。 
 
  ●事務局 

ろ過池と配水池の詳細耐震診断後、先に、ろ過池の耐震改修工事が必要なことか

ら令和４年度にろ過池の改修設計を行い、令和５年度から令和７年度にかけてろ過

池の耐震改修工事を行い、令和８年度にろ過池の機械設備の更新工事を行う予定で

す。それが終わった翌年度の令和９年度に配水池の耐震改修設計を行う考えです。 

理由は、二つの施設の耐震補強工事を同時に行うと、当該年度の財源が過度に必

要となるためです。 

各年度の工事の予定は、17ページの更新計画の年表に記載のとおりです。 
 

    〇委員 

       １ページ２）に記載の伊達市水道事業ビジョンと伊達市水道事業経営戦略の年表 

について、名称が伊達市水道事業ビジョンから伊達市水道事業経営戦略に変更にな

る意味でしょうか。 



   
●事務局 

伊達市水道事業ビジョンの下位に伊達市水道事業経営戦略がある形になります。  
 

〇委員 

   そうすると、伊達市水道事業ビジョンは、いずれ改定されるのでしょうか。 
 

 ●事務局 

    そのとおりです。 
 

〇委員 

   ３事業とも年度の表記方法が表を含めて、ばらつきがあります。下水道事業は西暦

と元号を併記していますが、どうなのでしょうか。 
 

 ●事務局 

       令和の元号が定められたことから、下水道事業は水道事業と簡易水道事業と同じく

令和の表記に修正します。ただし、３事業とも表は枠の大きさの制限もあることか

ら、ＨやＲの表記に統一します。 
      

〇委員 

   １ページ２）に記載のビジョンに関する文章は、経営戦略と関連があるから言及し

たものでしょうか。 
 

 ●事務局 

    そのとおりです。 
      

〇委員 

   目次の「１．２）経営戦略策定の計画期間」の表記については、策定の文字が不要

ではないでしょうか。 
 

 ●事務局 

    削除して修正します。 
      

〇委員 

   ５ページ（４）に記載の「スペックダウン」の表記は、日本語に修正した方が高齢

者にも理解してもらえるのではないでしょうか。 
 

 ●事務局 

    日本語に修正します。 
      

〇委員 

   22ページの投資・財政計画の表について、資本的収入の９．その他がＨ30だけが計

上されていますが、この収入は何でしょうか。 
 

 ●事務局 

    施設における落雷事故による保険金です。 
      

〇委員 

   同じく22ページの投資・財政計画の表について、補填財源の２．利益余剰金処分額

がＲ２に突如計上されていますが、なぜでしょうか。 
 

 ●事務局 

       Ｒ２においては、収入が不足することから、不足分を積立金から取崩して収入とし

たものです。 
      
   ⑵ 伊達達市大滝区簡易水道事業経営戦略の策定について 

 
〇委員 

   文章表現について「です体」の箇所がありますので、「ます体」に統一した方がよ

いのではないでしょうか。 
 

  



   
●事務局 

「ます体」に統一して、修正します。 
 

〇委員 

   資本的収入の他会計出資金と他会計補助金と他会計負担金の違いについて教えてく

ださい。 
 

 ●事務局 

    他会計出資金は起債の償還金の元金です。他会計補助金は収益的収支不足分の基

準外の繰入金です。他会計負担金は起債の償還金の基準内利子です。 
 

〇委員 

   繰入金以外は起債で対応するのでしょうか。 
 

 ●事務局 

       そのとおりです。 
      

⑶ 伊達市下水道ビジョンの策定について 
 

〇委員 

   下水道におけるビジョンと経営戦略との関係は、先ほどの水道事業の場合と同じで

しょうか。 
 

 ●事務局 

       同じですが、下水道の場合は以前に策定した伊達市下水道中期ビジョンの期間が令

和元年度までなので、新たに令和２年度からのビジョンを策定し、その期間と経営戦

略の期間が同じなので、ビジョンの中に経営戦略を取り込んだ形になっています。 
      

〇委員 

   策定は国からの指示でしょうか。 
 

 ●事務局 

       ３事業とも経営戦略の策定は国からの指示であり、令和２年度までに策定しなけれ

ばなりません。 
      

〇委員 

   経営戦略について、下水道の策定時期は水道と簡易水道の策定時期と１年ずれてい

るのでしょうか。 
 

 ●事務局 

    ３事業とも策定時期は同じで、令和２年５月を予定しています。 

ビジョンについては、その期間が下水道と水道とでは、ずれがあります。 
      

〇委員 

   概要版の３ページ投資・財政計画の表について、資本的収入の２．他会計出資金は

一般会計からの繰入金ですが、これが令和10年度から０円になるのは、よいことなの

でしょうか。 
 

 ●事務局 

       市税を投入せずに運営するので、経営が改善されることになります。 
      

〇委員 

同じ表の１．企業債は借入金のことでしょうが、これが逆に令和10年度から少しず

つ上昇しているのは、なぜでしょうか。水道事業については借入した方が経営におい

て有利であるとの説明が以前にあり借入額が安定しています。 



 
●事務局 

まず、企業債は建設改良工事の際の財源になっており、その工事費の多少により企

業債の金額も変わります。 

他会計出資金は収支で不足する金額を一般会計から繰入するものです。 

企業債については、水道事業と下水道事業とでは趣旨が根本的に違います。水道事

業においては経営を安定させるものであり、下水道事業においては毎年、施設を更新

しており、その財源になっているものです。下水道事業の企業債は、国から歳入する

交付税の算定対象になっており、起債した方が有利になります。 

 

審議結果 

以上の質疑により経営戦略などに根本的な修正は必要なく、これらを軽微に修正

することとし、再度の審議は不要となった。 

 

３ 閉会 

 



令和元年度 第２回伊達市上下水道事業経営審議会 次第 

 

 

日時 令和元年12月４日（水） 

午後１時30分から      

場所 市役所本庁舎 ３階 

第２会議室、第３会議室 

 

 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

  諮問第１号 

 ⑴ 伊達市水道事業経営戦略の策定について 

   

⑵ 伊達市大滝区簡易水道事業経営戦略の策定について 

   

⑶ 伊達市下水道ビジョンの策定について 

 

３ その他 

 ⑴ 次回の審議会の開催日程について 

   伊達市水道事業経営戦略等についての審議が更に必要になる場合は、１２月

中旬から１月上旬の期間において開催 

 

⑵ 審議会委員の令和２年度改選について 

 

４ 閉会 
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１．水道事業経営戦略の策定にあたって 
 

１）経営戦略策定の趣旨 

水道事業においては、資産の老朽化に伴う更新時期の到来や人口減少等に伴う料金収

入の減少等により、経営環境の厳しさを増してきています。 

水は、住民の日常生活に欠くことのできないものであり、将来にわたりサービスの提

供を安定的に継続することが可能となるように、中長期的な経営の基本計画である「経

営戦略」を策定するものです。 

本計画は、「投資試算」及び「財源試算」の将来予測方法、経営健全化や財源確保の

具体的方策を整理し、経営戦略としてとりまとめ事業経営に努めてまいります。 

 

【経営戦略のイメージ】 

 

２）経営戦略策定の計画期間 

本経営戦略の計画期間は、令和２年度から令和11年度までの10ヶ年とします。 

また、現在の伊達市水道ビジョンは平成24年度～令和３年度までの計画であるため、

その見直しとなる次期水道事業ビジョンは本経営戦略における投資・財政計画を踏襲し

つつ、必要な部分を見直して策定する見通しです。 

 

 

　　・水道施設の維持管理費

投資・財政計画（収支計画）

　　　　・水道料金

　　人件費・維持管理費の見通し

　　・施設・管路の更新費

投資試算 財源試算
均 衡

　　　　財源の見通し

　　　　・起債

　　施設・設備投資の見通し
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２．事業概要 
 

 

１）水道事業の沿革 
 

 

 

 

２）事業の現況 
 

（１） 給 水 

 
                            （平成30年度末実績） 

給水人口 1人1日最 １日最大

大給水量 給水量

(人) (L/日) (m³/日)  (千円) 

創設 S35.12.20 S36.10 S39.3 15,000 270 4,050 110,000 創設

第１次拡張 S49. 3.30 S49.4 S52.3 25,800 335 8,644 611,400
区域拡張
給水人口増加
給水量増加

第２次拡張 S53. 3.30 S53.5 S55.3 36,300 435 15,800 835,490
区域拡張
給水人口増加
給水量増加

第２次拡張変更 H 2. 3.27 H3.7 H3.11 36,300 435 15,800 116,656 取水地点の変更

第３次拡張 H19. 4.27 H19.4 H29.3 36,700 430 15,800 665,700
区域拡張
給水人口増加
取水地点の新設

第３次拡張変更 H21.12.16 H21.12 H29.3 36,700 430 15,800 692,307 区域拡張

第３次拡張変更 H29. 4. 1 H29.4 H30.3 30,300 455 13,800 4,607,712
長和水系
取水地点の変更

概　要事業名 
認可
年月

起工
年月

竣工
年月

計　　画 

事業費

供用開始年月日 昭和37年12月１日

法適（全部・財務）・非適の区分 法適（全部）

計画給水人口 30,300人

現在給水人口 29,214人

有収水量密度 0.643千㎥/ha
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（２） 浄水施設 

 
（平成30年度末実績） 

 

（３）配水施設 
 

 
（平成30年度末実績） 

 

（４）管路延長 
 

 

                             （平成30年度末実績） 

施設概要

4,411㎥/日

沈澱・緩速ろ過・塩素滅菌
北黄金浄水場

黄金浄水場
浄 水 方 法

112.5㎥/日

緩速ろ過・塩素滅菌

公称施設能力

浄 水 方 法

公称施設能力

名　　称 項　　目

表流水 気仙川水系気仙川

V=2,219㎥
地下水

北黄金第１深井戸

北黄金第２深井戸

名　　称 種別 水　　源 配水池容量配水池数

館山配水池 地下水

館山第１深井戸

V=1,350㎥館山第２深井戸

館山第３深井戸

２池

黄金配水池 表流水 気仙川水系気仙川 V=   96㎥

施設利用率 (＝１日平均給水量/計画１日最大配水量)

１日平均給水量

計画１日最大配水量 13,800㎥/日

10,014㎥/日

72.6%

長和配水池 地下水

長和第１深井戸

V=2,000㎥
長和第３深井戸

長和第４深井戸

長和第５深井戸

２池

２池

２池北黄金配水池

導　水　管

送　水　管

名　称 延　長

配　水　管

合　計

12,380ｍ

　 701ｍ

227,753ｍ

240,834ｍ
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（５）料金体系の概要・考え方 

水道事業の水道料金体系は以下に示すとおり、用途を家事用、家事用以外、浴場用

に分類し、更に口径別に区分しています。料金体系は基本料金と超過料金の合計額に

消費税額を加算した金額を請求する二部料金制となっています。 

基本料金は、給水を行うための基本的な費用（水道施設整備費、水道メーターの取

替えや水道料金の徴収などにかかる経費）となるため、用途やメーター口径により料

金が変わります。超過料金は口径による区分はなく、使用水量が多くなると単価が高

くなる逓増制の料金体系を採用しています。 

 

料金体系の概要 

 
料金改定年月日（消費税のみの改定は含まない） 

平成21年５月１日 

 

（６）組 織 

本市の水道事業は、建設部水道課が担っており、水道課長、料金係11名、建設係６名

の合計18名（うち嘱託職員４名、臨時職員３名）が水道事業を運営しています。 

 
               料金係（総務庶務、経理全般、賦課徴収、検針） 

建設部水道課  課長－  
建設係（工事、浄水、配水、給水） 

         

  
平成31年４月１日現在 

（消費税を除く） 

用　途 口径（mm）

13～25 950円 9m³～15m³ 130円

40 4,150円 16m³以上 160円

50 5,880円

13～25 2,000円

40 5,190円 11m³～50m³ 150円

50 7,380円 51m³～1,000m³ 190円

75 14,070円 1,001m³～5,000m³ 220円

100 22,960円 5,001m³ 280円

150 66,660円

200 103,810円

浴場用 区別なし 4,390円 100m³まで 101m³以上 50円

家事用以外 10m³まで

基本料金 超過料金（１m³あたり）

家事用 8m³まで

職 員 数 18名（うち嘱託職員４名、臨時職員３名）

職　　種 事務職員 ５名、技術職員 ６名、嘱託職員 ４名、臨時職員 ３名

年齢構成 　20歳代：３名、30歳代：１名、40歳代：11名、60歳代：３名
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３）これまでの主な経営健全化の取組み 

 

（１）下水道工事や道路改良工事との同時施工 

管路更新等において他事業と同時施工することで、更新費用を抑制しています。 

 

（２）企業債の繰り上げ償還 

平成19年度から平成21年度までの３年間で、水道事業が過去に借り入れた高利率

企業債について、補償金を支払わずに繰上償還が可能となる国の制度を利用して低

利率の企業債への借り換えを行いました。この制度を利用することにより、企業債 

  利息を約700万円軽減することが出来ました。 

    

（３）国庫補助事業の活用 

国庫補助事業である上水道未普及地区整備事業を活用し、水道未普及地域へ配水

管の整備を行いました。 

 

（４）管路口径の見直し 

老朽管を更新するに当たり、配水量を踏まえて管口径をスペックダウンすること

により更新費用を抑制しています。 

 

（５）施設の廃止 

館山水系の配水量が減少しているとともに、将来予測においても給水人口の減少

が見込まれるので館山第４深井戸施設を廃止し、維持費と動力費の削減を実施しま

した。 

 

（６）漏水対策 

漏水対策として、配水量を流量計等で常に測定し監視しています。 

また、漏水調査を実施することにより、漏水箇所を迅速に発見、修繕を行い漏水

量の削減に努めています。 

 

（７）料金未納者対策 

収納対策については、納期限超過後も納付のない利用者に対し、督促状の送付を 

行い、催告書→給水停止予告書→給水停止執行通知書の順に通知を送付し、それで

も納付がない場合には、給水停止の措置をとっています。 

 また、対応に誠意が見られないまたは悪質と認められる者に対しては、支払督促

の申立てを実施しています。その他、訪問徴収を行うことで収納率の向上に努める

とともに、未収金納付への意識づけを行い、料金の負担に対する公平性を損なうこ

とのないよう努めています。 
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４）経営比較分析表（平成29年度版）を活用した現状分析 

 
（１）経営の健全性・効率性 

   経常収支比率は100％以上となっており、累積欠損金もなく収支は健全な状態と 

なっています。流動比率も100％以上を保っていることから、短期債務に対する支 

払い能力に問題はないと判断しています。料金回収率は100％以上となっており、 

給水にかかる費用を水道料金で賄えています。給水原価も類似団体と比較しても低 

く、施設利用率が類似団体と比較した際には高くなっていますが、有収率は全国平 

均よりも低く減少傾向にあるため、老朽管の更新工事など適正な維持管理による漏 

水防止対策等が必要となります。 

    

（２）老朽化の状況 

有形固定資産減価償却率、管路経年化率は類似団体と比較すると数値は下回って 

おりますが、年々上昇していることや管路更新率が平均を下回っていることから、 

老朽化率が上昇している傾向にあるため、耐用年数を迎える施設等の更新を継続的 

に行っていく必要性がある状況となっています。 
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グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成29年度全国平均

※　平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

北海道　伊達市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2)

444.21 78.28 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2)

法適用 水道事業 末端給水事業 A6 非設置 34,772

－

- 88.51 88.21 2,872 29,612 49.30 600.65 【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　経営の健全性を表す「①経常収支比率」、短期的
な債務に対する支払能力を表す「③流動比率」は他
類似団体と比べ、いずれも平均を上回る水準を維持
しており、累積欠損金も発生しておりません。ま
た、施設等の投資財源である企業債の残高について
も、平成28年度まで新規発行を抑制していたこと等
により、低く抑えられています。これらの指標か
ら、伊達市水道事業の経営の健全性が確保されてい
る現状を読み取ることができます。
　一方、効率性を表す各指標では、給水に必要な費
用を料金収益で賄えていて（「⑤料金回収率」）、
有収水量１㎥あたりの費用である「⑥給水原価」も
平均より低く、適正な規模の施設で効率良く利用
（「⑦施設利用率」）していることを読み取れます
が、総配水量に対する有収水量の割合を表す「有収
率」の値が類似団体平均よりは高いものの、全国平
均より低く、減少傾向にあるため、漏水対策等が課
題であることがわかります。

「経常損益」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

2. 老朽化の状況について

　配水管や施設等の減価償却（老朽化）の度合を示
す「①有形固定資産減価償却率」は、他類似団体と
比べやや低い値を維持してはいますが、年々上昇し
ており、全国的な問題である「インフラの老朽化」
が発生していることがわかります。
　また、法定耐用年数を超過した配水管等の割合を
示す「②管路経年化率」は類似団体平均より低いも
のの前年度より上昇している他、年度毎の更新管路
延長割合を示す「管路更新率」も平均を下回ってお
ります。これはポンプ所建設等の施設整備に重点投
資したことに伴い、老朽管の更新等に十分な投資が
できなかったことによるものです。
　今後につきましては、更新等が必要な管路や施設
が多くあるため、継続して更新投資を行う必要があ
ります。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況

全体総括

　伊達市水道事業は、主として大口利用者の存在に
よって類似他団体に比べ健全で効率性の高い経営を
維持しています。
　しかし、管路や施設の老朽化、給水人口の減少な
どの全国的な問題に直面していることは変わりな
く、大口利用者の需要が変動する可能性も考えられ
ます。
　このため、現在策定中の「経営戦略」の中で、将
来の事業計画や投資財政計画等を作成し、更なる経
営の健全化に取り組んでいきます。

「施設全体の減価償却の状況」 「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」
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⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【113.39】 【0.85】 【264.34】 【274.27】

【89.93】【60.41】【165.71】【104.36】

【48.12】 【15.89】 【0.69】
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３．将来の事業環境 
 

１）給水人口の予測 

給水区域内人口×給水普及率により給水人口を推計した結果は下記のとおりです。 

給水普及率は令和元年以降88.3％の一定値となるため、給水区域内人口の減少に伴

い給水人口も減少する結果となります。 

計画期間最終年度の令和11年度では給水人口は26,323人となり、10年間で2,700人

程度減少する見込みです。 

給水人口の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※給水人口については「伊達市まち･ひと･しごと創生人口ビジョン・総合戦略」に基づき予測しています。 

 

２）水需要の予測 

有収水量、一日平均給水量、一日最大給水量の推計結果は下記のとおりです。 

給水人口の減少に伴い給水量も減少する推計となります。有収水量は令和元年度の

8,632㎥/日から令和11年度には7,879㎥/日まで減少する見込みです。 

また、一日最大給水量は令和11年度には10,483㎥/日まで減少する見込みです。 

有収水量・一日平均・最大給水量の見通し 

 

 

 

 

 

 
推計値 実績値

推計値 実績値
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３）料金収入の見通し 
 

 水道料金収入の見通しについては下記のとおりです。 

 令和元年度における水道料金収入は、大口利用者の利用水量が大幅に減少し前年と比

較して約５千万円下がったため４億９千７１７万３千円となりました。 

計画期間最終年度の令和11年度では４億５千７９１万７千円が見込まれており、今後

は給水人口減少に伴い有収水量も減少する傾向であることから、料金収入も減少傾向で

推移する見込みです。 

 

 

料金収入の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績値 推計値 



10 

 

４）施設の見通し 

（１）浄水・配水施設 
 

 本市の主要水道施設概要は下記のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※R元年度末を基準に年数を算定 

※H25年度実施「水道施設機能診断の手引き」簡易耐震診断結果による 

  

①浄水施設 
 

給水区域が最も広範囲である北黄金浄水場緩速ろ過池においては、コンクリート壁 

面のひび割れによる漏水等の問題を抱えており、修繕を繰り返しながら使用している 

状態です。 

北黄金浄水場の施設が稼働しなくなると、断水範囲が大きく市民生活への影響が

甚大なものになるため、優先的に耐震補強を含めた改修を行う必要があります。 

 

②配水施設 
 

北黄金配水池、館山配水池、長和配水池の配水施設においては、簡易耐震診断の結 

果、耐震性が低く、耐震補強を行う必要があります。 

  

③計測機器・電気設備等 
 

各施設の計測機器・電気設備等の老朽化も著しく、交換部品も製造されていない機 

器類が多くなっています。故障時には施設の監視や操作が不能となることから、計画

的な更新を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

〇 長和水系 長和配水池 S54 40 低

〇 館山水系 館山配水池 S37 57 低

中

 配水池 S44 50 中
 黄金水系  黄金浄水場

 緩速ろ過池 S44 50

中

改修の
優先度

低 ◎

低 〇 北黄金水系  北黄金浄水場

 緩速ろ過池 S51 43

 配水池

 沈澱池 S55 39

S52 42

水系 施　設　名 竣工年度 経過年数 耐震性
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（２）管路（導水管・送水管・配水管） 

 

本市における平成30年度末時点での法定耐用年数40年を経過している管路は、下記

のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の管路（導水管、送水管、配水管）の法定耐用年数（40年）を経過している割 

合は14.9％となっており、今後10年間ではさらに増加し、更新を行わない場合40％を 

超えるものとなります。 

また、更新時には地震に対応する耐震管による整備を行う必要があります。管路の 

更新や耐震化には相当な費用を要するため、耐用年数の延伸や更新年度の平準化によ 

り更新工事を進めることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合　計  240,834m 35,764m 14.9%

名　称 延　長
法定耐用年数(40年)

経過管延長

導　水　管  12,380m  4,206m

幹線配水管
(配水管のうちφ150mm以上)

 （64,659m） （16,851m）

送　水　管  　 701m  　345m

(26.1%)

配　水　管 227,753m 31,213m

経過割合

34.0%

49.2%

13.7%
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５）組織の見通し 

 

（１）職員数の現状分析 

平成21年度から平成30年度までの職員数の推移は下記のとおりです。 

平成21年度～平成27年度まで20～24名であった職員数は平成29年度までに18名まで

減少し、令和元年度時点まで18名を維持しています。 

 

職員数の推移 

 

 

 

（２）職員数の今後の見通し 

広域化の推進や民間活用の拡大により将来的には職員数をさらに削減することも考

えられますが、今後、施設の更新・改修などの事業を計画しており、これらの事業実施

には現行の人員の確保が必要となります。 

また、現時点では広域化の推進や委託の拡大についても明確な展望を示せる状況では

ないことから、今後も職員数は18名を維持するものとします。  

18名を維持 20名～24名で推移 
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４．経営の基本方針 
 

１）基本理念 

伊達市水道事業では、『人と自然にやさしい水道』を基本理念として、以下の４つの

基本方針を定め、安心・安全に飲める水を安定的に供給しながら、経営基盤を強化し、

ライフラインとしての役割を充実させていきます。 

■ 安心して飲める水の確保 

■ 安定した水の供給・災害に強い水道システムの構築 

■ 健全で持続可能な事業運営 

■ 環境にやさしい水道 

 

 

２）具体的な施策 
 

（１）安心して飲める水の確保に対する施策 

水源の定期的な維持管理による良質な原水確保、及び計画的な老朽管の更新と漏 

水調査の実施による漏水量の低減を図り、安全・安心な水源水質や水量の保全に努 

めます。 

また、残留塩素濃度0.4mg／㍑以下を維持し「おいしい水」の供給に努めます。 

 

（２）安定した水の供給・災害に強い水道システムの構築に対する施策 

管路や設備をより効率的に更新するために、水道施設の重要度により、計画的に 

水道施設の耐震化や更新を進め、水需要の予想にあわせた施設規模の縮小など、効 

率的な水運用についても検討し整備を進めていきます。 

 

（３）健全で持続可能な事業運営に対する施策 

建設投資額を考慮した向こう10年の詳細な事業計画を作成し、水道料金や借入額 

を調整し、健全な経営を維持することに努めます。 

 

（４）施設規模の適正化等の環境施策 

施設・設備を更新する際は、施設規模の適正化に努めます。 
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５．投資・財政計画（収支計画） 
  

１）投資・財政計画（収支計画）の前提条件 

 

投資・財政計画（収支計画）の前提条件は以下のとおりです。 

前提条件 

収 

益 

的 

収 

支 

収 

益 

的 

収 

入 

料金収入 
過年度収入に対して人口減少率を見込み算定 
※大口利用者における収入については、人口減少率ではなく別途予測値

で算定 

受託工事収益 過年度の実績値の平均値が一定に推移するものとして算定 

その他営業収益 過年度の実績値に増加分を加えて算定 

補助金 令和２年度以降は見込んでいない 

長期前受金戻入 過年度の実績値を踏まえて算定 

その他営業外収益 過年度の実績値の平均値が一定に推移するものとして算定 

収 

益 

的 

支 

出 

職員給与費 現状の職員数を維持して算定 

経費（動力費、 

修繕費、材料費） 
過年度の実績値に増加分を加えて算定 

経費（その他） 過年度の実績値に人件費増加分を加えて算定 

減価償却費 投資計画を踏まえて算定 

支払利息 
既発債：年度別償還予定額による 

新発債：半年賦元利均等償還・年利率 0.2％(5 年据置)で算定 

その他営業外費用 過年度の実績値の平均値が一定に推移するものとして算定 

資 

本 

的 

収 

支 

資 

本 

的 

収 

入 

企業債 一般配水管設備費の３割程度として算定 

工事負担金 過年度の実績値の平均値が一定に推移するものとして算定 

その他 令和２年度以降は見込んでいない 

資 

本 

的 

支 

出 

建設改良費 更新計画に基づき算定 

企業債償還金 償還期間に基づき算定 

 ※投資・財政計画（収支計画）の一覧表は、P21・22に掲載しています。 
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２）投資・財政計画（収支計画）のうち投資についての説明 
 

（１）投資の目標 

将来にわたって安全・安心な水を供給するため、施設の更新・改修や耐震化を進 

めます。 
 

（２）整備方針 

施設の重要度から更新・改修の優先順位を決定します。また、維持・補修により 

延命化を図るとともに、目標設定耐用年数を基準として計画的に施設の更新・改修 

や耐震化を進めます。 
 

（３）施設整備計画 

①浄水施設  

給水量が最大の北黄金浄水場緩速ろ過池は、目標設定耐用年数を経過していませ 

んが、簡易耐震診断による判定において耐震性が低く壁面にひび割れ漏水の履歴が 

あるため、緩速ろ過池を耐震改修計画の対象とします。 

令和３年度に詳細耐震診断、令和４年度に改修設計、令和５年度から７年度にか 

けて、耐震補強を含めた改修工事を予定しています。緩速ろ過池は３池の構造とな 

っているため、３ヶ年の改修工事を計画しています。 

また、令和８年度には機械設備の更新を行います。 
 

②配水施設 

北黄金配水池、館山配水池、長和配水池は簡易耐震診断による判定で耐震性が低 

く、詳細耐震診断が必要となります。 

給水量や配水池容量から考慮して北黄金配水池の耐震改補強を優先して行う計 

画とし、令和３年度に詳細耐震診断、令和９年度に改修設計、令和10年、11年に耐 

震補強工事を予定しています。 
 

③計測機器・電気設備等 

目標設定耐用年数の経過した老朽化している計測機器・電気設備等については、 

その重要度や老朽度から判断して更新を進めていきます。 

また、目標設定耐用年数経過前でも不具合が頻発する機器類は更新を進めます。 

 

（４）管路更新計画 

本市の管路については、重要度が高い管路である導水管、送水管、幹線配水管（φ 

150㎜以上）の更新を優先的に進めることとします。 

目標設定耐用年数の経過した導水管、送水管、幹線配水管の更新は、事業費が平 

準化となるよう計画的な耐震更新を進め、目標設定耐用年数の経過前の管路であっ 

ても漏水事故の履歴を踏まえて更新を行うこととします。 

また、道路の拡幅や河川改修等の事業に併せて、配水管の整備を行うことにより 

経費の削減に努めます。 

 ※年度別の更新計画は、P17を参照 
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耐用年数一覧表 

【施設】 

 
【管路】 

 

法　　定 目標設定

耐用年数 耐用年数

土　木 構造物、浄水施設 60 70

建　築 建物（鉄骨鉄筋コンクリート又は鉄筋コンクリート） 50 70

付帯施設 フェンス、電灯等 30

門扉 60

機　械 ポンプ 20～30 30

滅菌設備 15～25 25

薬注設備 15～30

沈澱・ろ過池機械設備 20～30 30

排水処理設備 20～40

電気･計装 受変電・配電設備 20～40 40

直流電源設備 6～20

非常用電源設備 15～40 40

流量計、水位計、水質計器 10～25 25

監視制御設備、伝送装置 15～23 23

施設 分　　類

法定 目標設定

耐用年数 耐用年数

鋳鉄管 S49以前 40 50

GX形:H23以降

NS形:H20以降

(路線によりK形)

ダクタイル鋳鉄管(K形)　良地盤 H12以降 40 70

ダクタイル鋳鉄管(A形、T形) S50～H11 40 60

鋼管(溶接継手) 40 70

鋼管(溶接継手)　塗覆装 40 70

鋼管(上記以外) 40 40

ステンレス鋼管 40 70

石綿セメント管 40 40

硬質塩化ビニール管(RRﾛﾝｸﾞ継手) 40 60

硬質塩化ビニール管(RR継手) S54以降 40 50

硬質塩化ビニール管(上記以外) S53まで 40 40

ポリエチレン管(高密度 熱融着継手) 40 60

アラミド外装ポリエチレン管 40 60

ポリエチレン管(上記以外) 40 40

管　　種 施工年度

ダクタイル鋳鉄管(GX形、NS形) 8040



1
7
 

                                      

Ⅰ.北黄金系施設
土木
機械
電気 35,200 35,200
土木
機械 1,000 1,000
電気
土木
機械 1,000 1,000
電気
土木 15,400 12,200 134,200 134,200 133,100 429,100
機械 10,000 86,900 96,900
電気
土木 12,600 41,300 41,300 95,200
機械 6,000 6,000

Ⅱ.黄金系施設
土木
機械 7,000 7,000 1,000 15,000
電気

Ⅲ.館山系施設
土木
機械 1,400 1,400
電気
土木
機械 1,000 1,000
電気
土木
機械 1,000 1,000
電気

Ⅳ.長和系施設
土木
機械
電気
土木
機械 6,000 6,000
電気
土木
機械 1,000 1,000
電気

φ50
φ75
φ100
φ150
φ200
φ250
φ300
φ350
φ400
委託費

2,125 ,700合　　　計

施設小計

管路小計

181 ,100186 ,800153 ,400227,600272 ,900276 ,100281 ,400162,800169 ,900213 ,700

139 ,800

29,500

配水池

施　設 工種分

配水施設

取水ポンプ所２号井

緩速ろ過池

配水池

配水池

R２ R３

取水ポンプ所3号井

取水ポンプ所１号井

取水ポンプ所1号井

取水ポンプ所2号井

取水ポンプ所3号井

浄水施設

98,300

47,800 17,500

管　　路

12,000

139 ,800

12,000

29,200

98,300

139 ,500

29,500

98,300
12,000

139,700

7,000
13,300

61,900
12,000 12,000

29,500

98,200

140,600

17,200
19,900

46,200
36,000

45,600

140 ,200

12,000
111,400

139 ,800

6,000

13,600

140 ,900

80,400
12,000

9,300

137 ,100

12,000

13,800
41,800

41,600
14,400

17,000

400
2,100

100,700
673,100
108,000

44,600
186,400

129,800
190,800

1 ,435 ,900

6,000

400
2,100

178 ,500

13,800

35,000
9,400

100,700

R７ R８ R９

133 ,100 87,900 13 ,600141 ,20035 ,200 32 ,800 22,200 135 ,200

R４ R５ R６

（単位：千円）

小　　計

R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R10 R11 小　　計

689 ,80047 ,300 41 ,300

R10 R11
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３）投資・財政計画（収支計画）のうち財源についての説明 
 

（１）財源の目標 

本市の水道事業は、維持管理費用を水道料金で賄っており一般会計からの繰入金 

による補填はなく良好な経営状態を維持しています。 

今後の10年間においては人口減少による水道料金の減少が見込まれますが、効率 

的な運営による経費削減に努め、良好な経営状態を維持していきます。 

 

（２）収益的収入 

   収益的収入は「営業収益」と「営業外収益」の２つに区分されます。 

   「営業収益」の内訳は、水道料金と徴収受託料が大半を占めており、その他に受 

託工事収益や手数料があります。 

水道料金は令和元年度は４億９，７１７万３千円、令和11年度は４億５，７９１ 

万７千円と推計しており、10年間の減少率は7.9％と見込んでいます。 

   「営業外収益」の内訳は、長期前受金戻入が大半を占めています。 

 

（３）資本的収入 

建設改良費における財源は、企業債と工事負担金によって財源を賄っています。 

 

４）投資・財政計画（収支計画）のうち投資以外の経費についての説明 
 

（１）職員給与費 

   現行の職員数に応じて給与費を推計しています。 

 

（２）委託料 

人件費の上昇に伴う経費増額により委託料は増加傾向にあります。 

 

（３）修繕費 

修繕費については施設の老朽化に伴い増加傾向にあります。 

 

（４）動力費 

給水人口の減少による水需要の状況を踏まえ、水系の見直しによる取水施設の効 

率的な運用を図ることによって動力費の削減を想定してます。 

 

（５）減価償却費 

２億５千万程度で推移しますが、令和５年度から建設改良費が増加することに伴 

い、令和６年度以降増加傾向となります。 
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５）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 
 

（１）投資についての検討状況等 
 

①施設・設備の廃止・統合（ダウンサイジング） 
 
将来の給水人口の減少による水需要の状況を踏まえ、取水施設の休止又は廃止の検 

討を進めます。 

また、将来的に簡易水道事業との事業統合について協議します。 

 

②施設・設備の合理化（スペックダウン） 
 
将来の給水人口の減少による水需要の状況を踏まえ、施設の更新・改修の際は施設 

の規模縮小や管路の口径見直しの検討を行います。 

 

③施設・設備の長寿命化等の投資の平準化 
 
老朽化した施設は維持・補修を行いながら、延命化を図ります。 

 

④広域化 
 
将来的に給水収益が減少し限られた職員数で事業運営を行わなくてはならないこ 

とが予想されるため、広域化についても検討を行い効率的な事業運営を目指していく 

必要があります。 

北海道が主催する検討会に参加し、他自治体とともに広域化における必要性やメリ 

ットについて協議・検討を進めていきます。 

 

 

（２）財源についての検討状況等 
 

 ①料 金 
 

水道事業の経営状況が良好である間は、現在の料金を維持することとしますが、経 

営状況によっては料金改定の必要性や実施時期について検討することとします。 

 

 ②企業債 
 

一般配水管設備費（管路更新）の実施計画の平準化を図りながら、償還額が経営に 

与える影響を考慮し計画的に借り入れを行います。 

 

 ③資産の有効活用等による収入増加の取り組み 
 

投資運用制度の利用を検討することにより、収入増加に努めます。 
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（３）投資以外の経費についての検討状況等 
 

①職員給与費 
 

施設の更新・改修などの事業を計画しており、事業実施には現行の職員数を維持す 

ることが必要となります。 

 

②委託料 
 

現在行っている業務について、今後も業務内容を検証し、更なる経費節減、効率 

化を図ります。 

 

  ③修繕費 
 
  施設や機械設備は老朽化が進んでいることから、補修を行い延命化を図ります。 

 

 ④動力費 
 

水系の見直しによる取水施設の効率的な運用を図り、動力費の削減に取り組んでい 

きます。 

 

 ⑤その他の取り組み 
 

収納率の向上や経費の抑制など財源の確保に取り組んでいきます。 



2
1
 

  
 

投資・財政計画（法適・収益） 
（単位：千円，％）

年　　　　　　度 H30

区　　　　　　分 （ 決 算 ）

１． (A) 602,277 556,944 552,167 548,418 544,663 540,941 537,213 533,438 529,501 525,563 521,625 517,688
(1) 547,253 497,173 492,395 488,647 484,891 481,170 477,441 473,667 469,729 465,791 461,854 457,917
(2) (B) 1,720 1,557 1,557 1,557 1,557 1,557 1,557 1,557 1,557 1,557 1,557 1,557
(3) 53,304 58,214 58,214 58,214 58,214 58,214 58,214 58,214 58,214 58,214 58,214 58,214

２． 24,089 24,846 25,014 19,317 18,673 18,508 18,527 18,072 17,514 16,853 16,097 15,743
(1)

(2) 23,981 24,638 24,806 19,109 18,465 18,300 18,319 17,864 17,306 16,645 15,889 15,535
(3) 108 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

(C) 626,366 581,790 577,180 567,735 563,335 559,449 555,739 551,510 547,014 542,415 537,722 533,431
１． 523,242 507,637 517,813 522,612 515,246 510,232 516,112 522,010 539,601 532,593 518,731 518,222
(1) 119,186 89,303 89,303 89,303 89,303 89,303 89,303 89,303 89,303 89,303 89,303 89,303

44,105 39,492 39,492 39,492 39,492 39,492 39,492 39,492 39,492 39,492 39,492 39,492
31,243 7,368 7,368 7,368 7,368 7,368 7,368 7,368 7,368 7,368 7,368 7,368
43,838 42,443 42,443 42,443 42,443 42,443 42,443 42,443 42,443 42,443 42,443 42,443

(2) 166,790 168,138 173,961 180,200 178,546 173,231 174,296 174,927 186,667 179,347 171,557 171,767
36,467 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 30,500 30,500 30,500 30,500
14,114 15,117 16,117 16,117 16,117 17,117 17,117 17,117 17,117 18,117 18,117 18,117

49 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
116,160 117,336 122,159 128,398 126,744 120,429 121,494 122,125 138,865 130,545 122,755 122,965

(3) 237,266 250,196 254,549 253,109 247,397 247,698 252,513 257,780 263,631 263,943 257,871 257,152
２． 10,061 8,874 8,022 7,172 6,354 5,647 5,020 4,549 4,137 3,744 3,379 3,042
(1) 9,689 8,734 7,882 7,032 6,214 5,507 4,880 4,409 3,997 3,604 3,239 2,902
(2) 372 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

(D) 533,303 516,511 525,835 529,784 521,600 515,879 521,132 526,559 543,738 536,337 522,110 521,264
(E) 93,063 65,279 51,345 37,951 41,735 43,569 34,607 24,951 3,276 6,078 15,611 12,167
(F)
(G)
(H)

93,063 65,279 51,345 37,951 41,735 43,569 34,607 24,951 3,276 6,078 15,611 12,167
(I) 890,277 955,556 1,006,901 1,041,852 1,083,586 1,127,156 1,094,763 1,063,713 1,015,989 1,020,067 1,035,678 1,047,845
(J) 1,175,401 1,098,261 1,098,261 1,123,974 1,106,832 1,109,689 1,113,498 1,110,006 1,111,064 1,111,523 1,110,864 1,111,151

58,832 54,280 54,280 54,280 54,280 54,280 54,280 54,280 54,280 54,280 54,280 54,280
(K) 87,750 80,114 80,335 78,342 76,725 75,287 75,971 77,135 77,878 78,332 78,850 76,874

42,238 42,755 42,976 40,983 39,366 37,928 38,612 39,776 40,519 40,973 41,491 39,515

30,697 31,132 31,132 31,132 31,132 31,132 31,132 31,132 31,132 31,132 31,132 31,132
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 600,557 555,387 550,609 546,861 543,105 539,384 535,655 531,881 527,943 524,005 520,068 516,131

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に より 算定 した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

営 業 外 費 用

流 動 資 産

そ の 他
支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

そ の 他 補 助 金

支 払 利 息

そ の 他
収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費

R10

そ の 他
営 業 外 収 益

補 助 金
他 会 計 補 助 金

R11

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益

R元 R２ R３ R４ R５ R６

長 期 前 受 金 戻 入

R７ R８ R９
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2
 

 

 

（単位：千円）
年　　　　　度 H30

区　　　　　分 （ 決 算 ）

１． 60,000 50,000 55,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８． 4,992 5,000 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660

９． 2,376

(A) 67,368 55,000 59,660 54,660 54,660 54,660 54,660 54,660 54,660 54,660 54,660 54,660

(B)

(C) 67,368 55,000 59,660 54,660 54,660 54,660 54,660 54,660 54,660 54,660 54,660 54,660

１． 216,895 240,375 270,511 229,213 224,205 339,412 334,090 333,511 285,621 211,438 244,776 239,015

２． 39,707 42,238 42,755 42,976 40,983 39,366 37,928 38,612 39,776 40,519 40,973 41,491

３．

４．

５．

(D) 256,602 282,613 313,266 272,189 265,188 378,778 372,018 372,123 325,397 251,957 285,749 280,506

(E) 189,234 227,613 253,606 217,529 210,528 324,118 317,358 317,463 270,737 197,297 231,089 225,846

１． 175,090 209,954 228,900 199,622 193,072 228,283 233,007 239,167 245,768 181,004 211,789 207,068

２． 3,000 68,000 57,000 51,000 2,000

３．

４． 14,144 17,659 21,706 17,907 17,456 27,835 27,351 27,296 22,969 16,293 19,300 18,778

(F) 189,234 227,613 253,606 217,529 210,528 324,118 317,358 317,463 270,737 197,297 231,089 225,846

(G)

(H) 554,325 562,087 574,332 581,356 590,373 601,007 613,079 624,467 634,691 644,172 653,199 661,708

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 H30

区　　　　　分 （ 決 算 ）

R11

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

R元 R２ R３ R４ R５ R６

工 事 負 担 金

R７ R８ R９ R10

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

R元 R10 R11

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

R３ R４ R５ R６ R７ R８R２

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

R９

合      　　計

他会計繰入金なし

投資・財政計画（法適・資本） 
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６．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 
 

目標の達成と事業の計画的・効率的な実行のためには、ＰＤＣＡサイクルに基づく適

切な進捗管理（フォローアップ）が必要となります。 

実施期間内は１年ごとの経営状況を確認するとともに、事業計画や人員計画に大きな

変更が生じた場合には経営の安定性について再検討を行います。 

本計画では投資計画として、北黄金浄水場緩速ろ過池の改修などの事業を見込んでお

り、改修方法などにより事業費や事業期間に変更が生じる恐れがあります。 

上記に示す事業計画の変更に加え、社会情勢や法令改正等の外部環境の変化、国や道

などからの新たな施策の展開などがあった場合などについて、経営戦略の見直しを行う

ものとします。 

 

 

 
 

ＰＤＣＡサイクル 
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１．簡易水道事業経営戦略の策定にあたって 
 

１）経営戦略策定の趣旨 

簡易水道事業においては、資産の老朽化に伴う更新時期の到来や人口減少等に伴う料

金収入の減少等により、経営環境の厳しさを増してきています。 

水は、住民の日常生活に欠くことのできないものであり、将来にわたりサービスの提

供を安定的に継続することが可能となるように、中長期的な経営の基本計画である「経

営戦略」を策定するものです。 

本計画は、「投資試算」及び「財源試算」の将来予測方法、経営健全化や財源確保の

具体的方策を整理し、経営戦略としてとりまとめ事業経営に努めてまいります。 

 

　　・水道施設の維持管理費

　　　　財源の見通し

　　　　・起債

　　施設・設備投資の見通し

投資・財政計画（収支計画）

　　　　・水道料金

　　人件費・維持管理費の見通し

投資試算 財源試算
均 衡

　　・施設・機械設備の更新費 　　　　・他会計繰入金

【経営戦略のイメージ】 

 

２）経営戦略策定の計画期間 

本経営戦略の計画期間は、令和２年度から令和11年度までの10ヶ年とします。 

また、現在の伊達市水道ビジョンは平成24年度～令和３年度までの計画であるため、

その見直しとなる次期水道事業ビジョンは本経営戦略における投資・財政計画を踏襲し

つつ、必要な部分を見直して策定する見通しです。 
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２．事業概要 
 

 

１） 簡易水道事業の沿革  
 

大滝区の簡易水道事業は、本町地区の簡易水道事業が始まりで、昭和45年３月末に 

当初認可を取得、翌46年７月に供用を開始し、その後昭和56年に拡張、平成６年には

整備変更を行っています。 

 北湯沢地区の簡易水道は、昭和48年３月末に当初認可を取得し、昭和50年４月に供

用を開始、その後昭和60年に拡張による認可変更を行っています。また、優徳地区の

簡易水道事業は、昭和45年６月末に当初認可を取得、翌55年４月に供用を開始してい

ます。 

 平成７年６月北湯沢地区と優徳地区の簡易水道事業を統合する認可変更を行い、そ

の後、平成13年と平成19年に拡張事業認可を行っています。 

 平成22年３月には北湯沢・優徳地区簡易水道事業と本町地区簡易水道事業を事業統

合し名称を「大滝区簡易水道事業」と改めました。 

 平成30年４月には公営企業会計への移行を行い現在に至っています。  

 

 

２）事業の現況 
 

（１） 給 水 

法適（財務）

計画給水人口 1,700人

現在給水人口 　　　　　　　　 816人

有収水量密度 0.48千㎥/ha

法適（全部・財務）・非適の区分

供用開始年月日 昭和46年７月１日

 
                            （平成30年度末実績） 

 

（２） 浄水施設 

公称施設能力

浄 水 方 法

項　　目 施設概要名　　称

1,011㎥/日

凝集沈澱・急速ろ過・膜ろ過・塩素滅菌

本町浄水場
公称施設能力 　300㎥/日

浄 水 方 法 沈澱・緩速ろ過・塩素滅菌

優徳浄水場
公称施設能力 　210㎥/日

浄 水 方 法 沈澱・緩速ろ過・塩素滅菌

北湯沢浄水場

 
（平成30年度末実績） 
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（３） 配水施設 

優徳配水池 ２池 表流水

北湯沢配水池 ２池 表流水
長流川水系共徳川

V=941㎥
長流川水系ｶﾊﾞﾕｻﾝﾅｲ川

施設利用率 (＝１日平均給水量/計画１日最大配水量) 61.2%

計画１日最大配水量 1,521㎥/日

１日平均給水量 　942㎥/日

長流川水系村雨川 V=154㎥

長流川水系左股川

水　　源 配水池容量

本町配水池 ３池
長流川水系本町川右岸

V=206㎥

名　　称 配水池数 種別

表流水

 
（平成30年度末実績） 

 

（４）管路延長 
 

37,148ｍ合　計

導　水　管

送　水　管

名　称 延　長

配　水　管

 2,277ｍ

 5,472ｍ

29,399ｍ

 

                            （平成30年度末実績） 

 

（５）料金体系の概要・考え方 
 

簡易水道事業の水道料金体系は以下に示すとおり、用途を家事用、家事用以外、浴

場用に分類し、更に口径別に区分しています。料金体系は基本料金と超過料金の合計

額に消費税額を加算した金額を請求する二部料金制となっています。 

基本料金は、給水を行うための基本的な費用（水道施設整備費、水道メーターの取

替えや水道料金の徴収などにかかる経費）となるため、用途やメーター口径により料

金が変わります。超過料金は口径による区分はなく、使用水量が多くなると単価が高

くなる逓増制の料金体系を採用しています。 
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料金体系の概要 

（消費税を除く） 

用　途 口径（mm）

13～25 950円 9m³～15m³ 130円

40 4,150円 16m³以上 160円

50 5,880円

13～25 2,000円

40 5,190円 11m³～50m³ 150円

50 7,380円 51m³～1,000m³ 190円

75 14,070円 1,001m³～5,000m³ 220円

100 22,960円 5,001m³ 280円

150 66,660円

200 103,810円

浴場用 区別なし 4,390円 100m³まで 101m³以上 50円

家事用以外 10m³まで

基本料金 超過料金（１m³あたり）

家事用 8m³まで

 
料金改定年月日（消費税のみの改定は含まない） 

平成29年４月１日 

 

（６）組 織 

本市の簡易水道事業は、建設部水道課及び水道課（簡易水道）兼務発令を受ける地域

振興課が担っており、水道課長、水道課参事、料金係５名、建設係５名、地域振興課４

名の合計16名が簡易水道事業を運営しています。 
 

               料金係（総務庶務、経理全般） 
建設部水道課  課長－参事－  

建設係（工事）  
 

               地域振興課（浄水、配水、給水）    

職 員 数 水　道　課　11名、地域振興課　５名

職　　種
水　道　課　事務職員 ５名、技術職員 ６名
地域振興課　事務職員 ４名、技術職員 １名

年齢構成
水　道　課　20歳代：３名、30歳代：１名、40歳代：６名、60歳代：１名
地域振興課　20歳代：１名、40歳代：１名、50歳代：３名

※職員給与予算措置は、簡易水道事業会計で参事１名分を計上しています。
 

平成31年４月１日現在 
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３）これまでの主な経営健全化の取組み 
 

（１）民間活用 

浄水施設維持管理、浄水設備点検等の業務を民間業者に委託し効率化と経費削減

を図っています。 

 

（２）事業統合 

平成22年度に区内に２つあった簡易水道事業を事業統合し名称を「大滝区簡易水

道事業」と改め運営の効率化を図りました。 

平成29年度には将来の水道事業との事業統合を見据え料金統一を行いました。 

 

（３）公営企業会計への移行 

平成30年４月に公営企業会計への移行を行いました。 

これに伴い、経営状況の明確化や経営意識の向上、消費税の削減等による経営 

基盤の強化に取り組んでいます。 

 

 

４）経営比較分析表（平成30年度版）を活用した現状分析 

       令和元年度に策定・公表しました、平成30年度決算「経営分析表」を別表で添 
付しています。 
 この経営分析表は、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、経年比較や 
他の類似団体との比較など経営の現状及び課題を把握することができます。 
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全
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・
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性
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経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

　
①

収
益

的
収
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比

率
は

、
公

営
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業
会

計
移

行
に
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継
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般

会
計
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入
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含
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繰

り
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収
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収
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節
水

等
の

影
響

か
ら

減
少

と
な

り
、

更
な

る
経

費
の

抑
制

な
ど

に
よ

る
経

営
改

善
が

必
要

な
状

況
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

④
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収
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収
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。
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今
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来
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更
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３．将来の事業環境 
 

１）給水人口の予測 

給水区域内人口×給水普及率により給水人口を推計した結果は下記のとおりです。 

計画期間最終年度である令和11年度の給水人口は718人となり、10年間で70人程度

減少する見込みです。 

給水人口の見通し 

 
※給水人口については「伊達市まち･ひと･しごと創生人口ビジョン・総合戦略」に基づき予測しています。 

 

２）水需要の予測 

有収水量、一日平均給水量、一日最大給水量の推計結果は下記のとおりです。 

給水人口の減少に伴い家事用の給水量は減少傾向と予測しています。 

一方で家事用以外は大口利用者の使用状況に大きく影響され、料金統一の際は節水

意識などから大きく減少したものの、その後は安定しており、今後は横ばいで推移す

るものと予測したことから、全体的に給水量は緩やかに減少する見込みとなっていま

す。 

有収水量・一日平均給水量・一日最大給水量の見通し 

 

791 718 

有収水量     

 一日最大給水量  

推計値 実績値 

推計値 実績値 

1,306 

562 
有収水量  

一日最大給水量   1,097 

549 
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３）料金収入の見通し 
 

 簡易水道料金収入の見通しについては下記のとおりです。 

 平成29年度に水道事業との料金統一を図り、経過措置を設けたことから令和２年度ま

では増加するものと予測されますが、それ以降は水需要の予測同様に、家事用は減少傾

向となり、家事用以外は横ばいで推移していくと予測します。 

計画期間最終年度の令和11年度では３千１６０万８千円が見込まれており、全体的に

料金収入は緩やかに減少する見込みとなっています。 

 

料金収入の見通し 

 
 

４）施設の見通し 

（１）浄水・配水施設 

①浄水・配水施設 

平成25年度に実施した水不足解消事業を最後に、当面は新たな水道施設の建設予

定はなく、今後は老朽化した施設の更新について適切な管理や修繕により延命化を

図っていきます。 

 

②計測機器・電気設備等 

各施設の計測機器・電気設備等の老朽化も著しく、交換部品も製造されていない

機器類が多くなってきています。故障時には施設の監視や操作が不能となることか

ら、計画的な更新を行う必要があります。 

 

（２）管路（導水管・送水管・配水管） 

管路の更新につきましては、今回の計画期間では見込んでおりません。 

 

実績値 推計値 

31,608 
30,572 
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５）組織の見通し 

これまで業務の見直しや各種業務の民間委託により事業の効率化と経費削減に努

めてきました。 

今後は、公営企業会計の移行に伴う業務量の増加や老朽化した施設や機械設備の

更新等による事業量の増加が見込まれる中で、安全な水の安定供給、経営の適正化・

効率化を図るため適切な人員配置を行い、技術や事務業務の継承が確実に行われる

体制を堅持していきます。 
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４．経営の基本方針 
 

１）基本理念 

伊達市大滝区簡易水道事業では、『人と自然にやさしい水道』を基本理念として、以

下の４つの基本方針を定め、安心・安全に飲める水を安定的に供給しながら、経営基盤

を強化し、ライフラインとしての役割を充実させていきます。 

■ 安心して飲める水の確保 

■ 安定した水の供給・災害に強い水道システムの構築 

■ 水道施設の計画的な更新健全で持続可能な事業運営 

■ 環境にやさしい水道 

 

 

２）具体的な施策 
 

（１）「安心」の施策 

河川水対策等により良質な原水確保を行い、安心して飲める水道の供給を目指 

します。 

また、残留塩素濃度0.4mg／㍑以下を目標とし「おいしい水」の供給に努めます。 

 

（２）「安定」の施策 

水需要にあった施設の再編を行い、老朽化した水道施設に対して、給水の安定性 

  を確保するために、計画的な更新を実施します。 

 

（３）「持続」の施策 

水需要の減少が見込まれる中、今後機械設備等の更新費用の増大が見込まれるた 

め、経営状況を把握分析し適切な財政計画を策定し、健全経営を維持していきます。 

 

（４）「環境」の施策 

水源の定期的な維持管理や水源周辺の開発行為等の監視により、水源水質や水量 

の保全に努めます。 
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５．投資・財政計画（収支計画） 
  

１）投資・財政計画（収支計画）の前提条件 

 

投資・財政計画（収支計画）の前提条件は以下のとおりです。 

前提条件 

収 

益 

的 

収 

支 

収 

益 

的 

収 

入 

料金収入 
過年度の３年平均値に対し人口減少率を見込み算定 
※家事用以外における収入については、人口減少率ではなく別途予測値

で算定 

その他営業収益 過年度の実績値に増加分を加えて算定 

補助金 収益的収支の不足額分を計上 

長期前受金戻入 過年度の実績値を踏まえて算定 

その他営業外収益 繰出基準に基づく利息償還分に雑収益等を加えて算定 

収 

益 

的 

支 

出 

職員給与費 現状の職員数を維持して算定 

経費（動力費、 

修繕費、材料費） 
過年度の３年平均値にて算定 

経費（その他） 過年度の３年平均値にて算定 

減価償却費 投資計画を踏まえて算定 

支払利息 
既発債：年度別償還予定額による 

新発債：半年賦元利均等償還・年利率 0.5％（据置なし）で算定 

その他営業外費用 消費税納付金に雑支出を加えて算定 

資 

本 

的 

収 

支 

資 

本 

的 

収 

入 

企業債 起債対象事業費から算定 

他会計出資金 繰出基準に基づき算定 

資 

本 

的 

支 

出 

建設改良費 更新計画に基づき算定 

企業債償還金 償還期間に基づき算定 

※投資・財政計画（収支計画）の一覧表は、P18・19に掲載しています。 
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２）投資・財政計画（収支計画）のうち投資についての説明 
 

（１）投資の目標 

現在稼働している水道施設の効率的な運用を図るとともに、日常点検、補修を行  

  いながら適切な時期に施設や機械設備の更新を実施していきます。 
 

（２）整備方針 

施設の重要度から更新・改修の優先順位を決定します。また、維持・補修により 

延命化を図るとともに、目標設定耐用年数を基準として計画的に施設の更新・改修 

や耐震化を進めます。 

 

（３）施設整備計画 

①浄水・配水施設  

優徳浄水場については、必要最低限の更新のみ実施し、水需要の減少によっては 

将来的な休止・廃止を検討していきます。 

 また、各浄水場のろ過池、配水池、浄水池等の施設の更新については、点検や補 

修を実施しながら延命化を図っていきます。 
 

②計測機器・電気設備等 

目標設定耐用年数の経過した老朽化している計測機器・電気設備等については、 

その重要度や老朽度から判断して更新を進めていきます。 

また、目標設定耐用年数経過前でも不具合が頻発する機器類は更新を進めます。 

 

（４）管路更新計画 

  管路の更新については、法定耐用年数を超えている管路は少なく、本市では独 

自で目標設定耐用年数を設定し更新を実施していることから、今回の計画では更新 

を見込んでいません。 

計画期間中は、修繕による延命化を図りながら、令和12年度以降から計画的に更 

新を実施していきます。 

   

※年度別の更新計画は、P14を参照 
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耐用年数一覧表 

【施設】 

法　　定 目標設定

耐用年数 耐用年数

土　木 構造物、浄水施設 60 70

建　築 建物（鉄骨鉄筋コンクリート又は鉄筋コンクリート） 50 70

付帯施設 フェンス、電灯等 30

門扉 60

機　械 ポンプ 20～30 30

滅菌設備 15～25 25

薬注設備 15～30

沈澱・ろ過池機械設備 20～30 30

排水処理設備 20～40

電気･計装 受変電・配電設備 20～40 40

直流電源設備 6～20

非常用電源設備 15～40 40

流量計、水位計、水質計器 10～25 25

監視制御設備、伝送装置 15～23 23

施設 分　　類

  

【管路】 

法定 目標設定

耐用年数 耐用年数

ダクタイル鋳鉄管(K形)　良地盤 40 70

ダクタイル鋳鉄管(A形、T形) 40 60

硬質塩化ビニール管(RRﾛﾝｸﾞ継手) 40 60

硬質塩化ビニール管(RR継手) 40 50

硬質塩化ビニール管(上記以外) 40 40

ポリエチレン管(高密度 熱融着継手) 40 60

ポリエチレン管(上記以外) 40 40

管　　種

ダクタイル鋳鉄管(GX形、NS形) 8040
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３）投資・財政計画（収支計画）のうち財源についての説明 
 

（１）財源の目標 

今後の10年間においては人口減少による簡易水道料金の減少が見込まれ、一般会 

  計からの繰入金による補てんを要する状況に変化はないものの、効率的な運営に 

よる経費削減や起債償還額の低減を進め、繰入金の減少に努めます。 

 

（２）収益的収入 

   収益的収入は「営業収益」と「営業外収益」の２つに区分されます。 

   「営業収益」の内訳は、簡易水道料金が大半を占めており、その他に手数料があ 

ります。 

簡易水道料金は令和２年度は３千２２７万円、令和11年度は３千１６０万８千円 

  と積算しており、10年間の減少率は2.1％と見込んでいます。 

   「営業外収益」の内訳は、他会計補助金、長期前受金戻入、その他に他会計負担 

  金となっています。 

   他会計補助金は減価償却費の増加に伴い令和６年度から増加となり、他会計負担 

金は起債償還利子の減少に伴い減少していきます。 

 

（３）資本的収入 

建設改良費における財源は、他会計出資金と企業債によって財源を賄っています。 

他会計出資金は起債償還元金の増加に伴い増加していきますが、令和７年度以降 

  は起債償還完了に伴ない減少していきます。 

   企業債は、令和５・６年度において起債借入を予定しています。 

 

 

４）投資・財政計画（収支計画）のうち投資以外の経費についての説明 
 

（１）職員給与費 

   現行の職員数に応じて給与費を算定しています。 

 

（２）維持管理費 

委託料、修繕費、動力費等の維持管理経費は、直近３ヶ年の平均並みとしていま 

す。 

 

（３）減価償却費 

投資・財政計画に計上した建設改良費から残存価格・耐用年数を考慮し算出して 

います。 

令和５・６年度の建設改良費の増加に伴い、令和６年度以降増加傾向となります。 
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５）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 
 

（１）投資についての検討状況等 
 

①施設・設備の廃止・統合（ダウンサイジング） 
 
将来の給水人口の減少による水需要の状況を踏まえ、施設・設備の休止又は廃止の 

 検討を進めます。 

また、将来的に水道事業との事業統合について協議します。 

 

②施設・設備の長寿命化等の投資の平準化 
 
老朽化した施設は維持・補修を行いながら、延命化を図ります。 

 

③広域化 
 
将来的に給水収益が減少し限られた職員数で事業運営を行わなくてはならないこ 

とが予想されるため、広域化についても検討を行い効率的な事業運営を目指していく 

必要があります。 

北海道が主催する検討会に参加し、他自治体とともに広域化における必要性やメリ 

ットについて協議・検討を進めていきます。 

 

（２）財源についての検討状況等 
 

①料 金 
 

現在のところ見直しの予定はありませんが、料金統一を行った水道事業とともに、

料金改定の必要性や実施時期について検討することとします。 

 

②企業債 
 
令和５・６年度に簡易水道事業債の発行を予定しています。 

今後は償還額が経営に与える影響を考慮し計画的に借り入れを行います。 

 

 ③繰入金 
 

  一般会計からの繰入金は、地方公営企業繰出金の通知に基づき、基準に該当する 

 基準内と基準外の繰入があります。料金収入の減少が見込まれる中、経費の削減等に 

より、基準外繰入金の減少に努めます。 
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（３）投資以外の経費についての検討状況等 
 

 ①委託料 

現在行っている業務について、今後も業務内容を検証し、更なる経費節減、効率 

化を図ります。 

 

②修繕費 
 

  施設や機械設備は老朽化が進んでいることから、補修を行い延命化を図ります。 

 

③動力費 
 

  施設や機械設備の休廃止・合理化等により費用の抑制に取り組んでいきます。 

 

④その他の取り組み 
 
収納率の向上や経費の抑制など財源の確保に取り組んでいきます。 
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６．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 
 

目標の達成と事業の計画的・効率的な実行のためには、ＰＤＣＡサイクルに基づく適

切な進捗管理（フォローアップ）が必要となります。 

実施期間内は１年ごとの経営状況を確認するとともに、事業計画に大きな変更が生じ

た場合には経営の安定性について再検討を行います。 

本計画では投資計画として、本町浄水場計装盤・動力盤等更新等の事業を見込んでお

り、施設や機械設備の状態などにより事業費や事業期間に変更が生じる恐れがあります。 

上記に示す事業計画の変更に加え、社会情勢や法令改正等の外部環境の変化、国や道

などからの新たな施策の展開などがあった場合などについて、経営戦略の見直しを行う

ものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<  PLAN  > 

計画 の 策定 

 経営戦略 の 策定 

<  DO  > 

事業 の 推進 

 事業 の 実施 

 料金改定等 の 実施 

<  CHECK  > 

目標達成状況 の 確認 

 簡易水道事業会計決算 

 
 キャッシュフロー 残高 

<  ACTION  > 

改善 の 検討 

  投資計画 の 見直 し 
 料金改定等 の 検討 

実施計画 の 策定 

事業成果 の 整理 

情報公開 ・ 説明責任 
情報 の 収集 

事業 ・ 計画 へ 
の 反映 

PDCA サイクル 

[ 持続的発展 ] 
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－１－ 

伊達市下水道ビジョン (案 )の概要  

１ 計画期間  令和2年度から令和11年度までの10年間 

２ 計画内容  基本理念を「自然・まち・ひとにやさしい下水道」とし、３つの基本方針により目標達成のための施策を展開する。 

基本理念 基本方針 項 目 課      題 主要な施策 施  策  の  展  開 目       標 

自然・まち・

ひとにやさ

しい下水道 

①良好な水

環境・生活環

境の創出と

資源循環型

の都市環境

の創出 

汚水処理 下水道未接続者への早期接続 水洗化の促進 水洗化促進のための広報活動 水洗化率 

2018年度（平成30年度）91.3％ 

2029年度（令和11年度）96.4％ 
水環境 

下水道資源

の利活用 

汚泥処理の広域化・共同化を含めた

新たな活用方法 

下水道資源の有

効活用 

・下水道汚泥全量の利活用 

・下水道資源利活用の検討 

汚泥リサイクル率 

2018年度（平成30年度）98.0％ 

2029年度（令和11年度）100.0％ 

②安全・安心

に暮らせる

まちづくり 

浸水対策 効果的な浸水対策 雨水整備の推進

による雨に強い

まちづくり 

まちづくりと連携した雨水整備 浸水被害の軽減 

地震対策 ・計画的、段階的な耐震化対策 

・被災時の復旧活動に向けた対策 

大規模地震に備

えた下水道施設

の耐震化 

・下水道施設の耐震対策計画の策定 

・下水道施設の耐震化の実施 

・復旧資機材の確保 

ライフラインとしての信頼性の確保 

③健全な事

業経営によ

る持続可能

な下水道 

下水道スト

ック 

・施設の適正な維持管理によりラ

イフサイクルコストを最小化 

・下水道施設の最適化 

施設の適正な維

持管理 

・ストックマネジメント計画の策定 

・管路施設の改築・更新 

・ポンプ場・処理場施設の改築・更新 

・新技術・省エネ機器の導入推進 

・広域化・共同化・最適化に関する検討 

・民間活力の活用に関する検討 

・資産活用に関する検討 

増大する下水道施設の適正かつ効果

的な維持管理 

下水道経営 ・赤字補てん的な一般会計からの

繰入金の削減 

・健全な経営が確保できる投資額

の設定 

・適切な下水道使用料の設定 

・下水道未接続者への早期接続 

・最適な事業実施体制の構築 

経営基盤の強化

と透明性の向上 

・健全経営が可能な投資計画の策定 

・下水道使用料の適正化 

・水洗化率の向上 

・ホームページなどでの情報公開 

経営基盤の強化 

経営の明確化・透明性の向上 

３ 財政・投資計画  別紙のとおり 



下水道事業 投資・財政計画（収支計画）
（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前年度

区　　　　　　分 ( 決 算 )

１． (A) 752,545 742,402 740,862 734,287 727,904 720,471 713,465 707,243 701,259 694,951 688,936 683,202
(1) 699,296 687,582 684,829 678,985 673,116 667,271 661,427 655,583 649,714 643,870 638,026 632,181
(2) (B)
(3) 53,249 54,820 56,033 55,302 54,788 53,200 52,038 51,660 51,545 51,081 50,910 51,021

２． 575,356 687,876 562,175 544,643 539,531 501,133 497,481 514,577 482,861 494,679 506,285 527,181
(1) 169,551 277,860 205,340 185,661 180,258 159,668 161,831 180,038 150,089 156,839 163,743 179,685

169,551 261,360 188,840 177,661 172,258 151,668 148,831 157,038 142,089 148,839 155,743 166,685
16,500 16,500 8,000 8,000 8,000 13,000 23,000 8,000 8,000 8,000 13,000

(2) 354,056 358,575 306,381 308,528 308,819 291,011 285,196 284,553 283,806 289,222 294,604 299,558
(3) 51,749 51,441 50,454 50,454 50,454 50,454 50,454 49,986 48,966 48,618 47,938 47,938

(C) 1,327,901 1,430,278 1,303,037 1,278,930 1,267,435 1,221,604 1,210,946 1,221,820 1,184,120 1,189,630 1,195,221 1,210,383
１． 1,184,783 1,286,586 1,177,327 1,164,133 1,164,345 1,129,380 1,127,846 1,146,314 1,114,558 1,124,115 1,133,598 1,152,303
(1) 50,195 76,335 67,853 67,853 67,853 67,853 67,853 67,853 67,853 67,853 67,853 67,853

24,294 33,612 29,877 29,877 29,877 29,877 29,877 29,877 29,877 29,877 29,877 29,877

25,901 42,723 37,976 37,976 37,976 37,976 37,976 37,976 37,976 37,976 37,976 37,976
(2) 357,666 412,810 416,058 398,737 398,414 398,093 407,772 427,451 397,128 396,807 396,486 406,165

37,168 43,732 37,628 37,307 36,984 36,663 36,342 36,021 35,698 35,377 35,056 34,735
25,801 29,454 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000

443 525 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
294,254 339,099 350,000 333,000 333,000 333,000 343,000 363,000 333,000 333,000 333,000 343,000

(3) 776,922 797,441 693,416 697,543 698,078 663,434 652,221 651,010 649,577 659,455 669,259 678,285
２． 138,776 143,692 125,710 114,797 103,090 92,224 83,100 75,506 69,562 65,515 61,623 58,080
(1) 129,952 117,259 105,710 94,797 83,090 72,224 63,100 55,506 49,562 45,515 41,623 38,080
(2) 8,824 26,433 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

(D) 1,323,559 1,430,278 1,303,037 1,278,930 1,267,435 1,221,604 1,210,946 1,221,820 1,184,120 1,189,630 1,195,221 1,210,383
(E) 4,342
(F) 251
(G) 4,593
(H) △ 4,342

(I)
(J) 393,495 118,392 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000

52,304 78,524 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000
(K) 1,090,477 816,417 844,025 794,390 731,795 681,801 633,637 569,811 531,733 485,219 522,461 356,577

713,627 708,129 683,228 645,300 593,571 552,701 512,131 454,249 420,218 377,596 370,192 356,630

370,973 102,257 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 752,545 742,402 740,862 734,287 727,904 720,471 713,465 707,243 701,259 694,951 688,936 683,202

(N)

(O)

(P)

※本年度は当初予算ベースで計上している。

そ の 他
減 価 償 却 費

令和11年度

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

営 業 外 費 用
支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

そ の 他

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

収

益

的

収

入

材 料 費

そ の 他

受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和２年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

料 金 収 入

本年度

営 業 収 益

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

令和10年度令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

－２－



下水道事業 投資・財政計画（収支計画）
（単位：千円）

年　　　　　度 前年度

区　　　　　分 ( 決 算 )

１． 207,800 373,600 284,200 120,200 79,600 62,500 62,300 114,400 198,300 158,700 161,600 170,600

38,500 49,200 17,000 10,300 7,100

２． 206,484 239,668 275,037 258,220 232,571 201,800 162,663 132,884 78,928 42,435

３．

４．

５．

６． 158,298 348,650 301,900 101,400 64,400 47,500 42,500 111,000 231,000 193,050 200,200 209,050

７． 103

８． 5,154 25,211

９． 9,526 6,258 3,327 3,175 1,616 1,030 350 300 250 250 250 250

(A) 587,365 993,387 864,464 482,995 378,187 312,830 267,813 358,584 508,478 394,435 362,050 379,900

(B)

(C) 587,365 993,387 864,464 482,995 378,187 312,830 267,813 358,584 508,478 394,435 362,050 379,900

１． 352,060 752,600 573,000 197,000 127,000 95,000 85,000 222,000 440,000 361,000 374,000 393,000

12,712

２． 710,528 712,274 704,944 683,228 645,300 593,571 552,701 512,131 454,249 420,218 377,596 370,192

３．

４．

５． 1,366 1,225 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

(D) 1,063,954 1,466,099 1,278,944 881,228 773,300 689,571 638,701 735,131 895,249 782,218 752,596 764,192

(E) 476,589 472,712 414,480 398,233 395,113 376,741 370,888 376,547 386,771 387,783 390,546 384,292

１． 422,866 438,866 387,035 389,015 389,259 372,423 367,025 366,457 365,771 370,233 372,346 365,288

２．

３．

４． 53,723 33,846 27,445 9,218 5,854 4,318 3,863 10,090 21,000 17,550 18,200 19,004

(F) 476,589 472,712 414,480 398,233 395,113 376,741 370,888 376,547 386,771 387,783 390,546 384,292

(G)

(H) 6,764,439 6,425,764 6,005,020 5,441,992 4,876,292 4,345,221 3,854,820 3,457,089 3,201,140 2,939,622 2,723,626 2,524,034
※本年度は当初予算ベースで計上している。

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前年度

区　　　　　分 ( 決 算 )

222,745 316,129 236,091 223,520 216,400 195,191 190,564 197,555 178,602 182,445 184,699 195,490

138,175 187,932 156,181 154,675 153,507 151,412 149,968 149,357 149,024 148,341 147,983 147,907

84,570 128,197 79,910 68,845 62,893 43,779 40,596 48,198 29,578 34,104 36,716 47,583

206,484 239,668 275,037 258,220 232,571 201,800 162,663 132,884 78,928 42,435

88,453 76,242 72,298 64,399 55,803 46,051 41,507 37,421 35,241 28,284

118,031 163,426 202,739 193,821 176,768 155,749 121,156 95,463 43,687 14,151

429,229 555,797 511,128 481,740 448,971 396,991 353,227 330,439 257,530 224,880 184,699 195,490

226,628 264,174 228,479 219,074 209,310 197,463 191,475 186,778 184,265 176,625 147,983 147,907

202,601 291,623 282,649 262,666 239,661 199,528 161,752 143,661 73,265 48,255 36,716 47,583

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

令和11年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度令和２年度本年度 令和10年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和９年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和７年度 令和８年度 令和９年度

他 会 計 負 担 金

令和11年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和10年度

－３－



一般会計繰入金の推移

H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11

基準内 138,175 187,932 156,181 154,675 153,507 151,412 149,968 149,357 149,024 148,341 147,983 147,907

基準外 84,570 128,197 79,910 68,845 62,893 43,779 40,596 48,198 29,578 34,104 36,716 47,583

合計 222,745 316,129 236,091 223,520 216,400 195,191 190,564 197,555 178,602 182,445 184,699 195,490

138,175
187,932

156,181 154,675 153,507 151,412 149,968 149,357 149,024 148,341 147,983 147,907

84,570
128,197

79,910 68,845 62,893 43,779 40,596 48,198 29,578 34,104 36,716 47,583

222,745 

316,129 

236,091 223,520 216,400 195,191 190,564 197,555 178,602 182,445 184,699 195,490 

0
50,000

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000

損益勘定

H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11

基準内 88,453 76,242 72,298 64,399 55,803 46,051 41,507 37,421 35,241 28,284 0 0

基準外 118,031 163,426 202,739 193,821 176,768 155,749 121,156 95,463 43,687 14,151 0 0

合計 206,484 239,668 275,037 258,220 232,571 201,800 162,663 132,884 78,928 42,435 0 0

88,453 76,242 72,298 64,399 55,803 46,051 41,507 37,421 35,241
28,284

118,031
163,426

202,739 193,821 176,768 155,749
121,156

95,463

43,687 14,151

206,484
239,668

275,037 258,220
232,571

201,800
162,663

132,884

78,928
42,435

0 0
0

50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000

資本勘定

H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11

基準内 226,628 264,174 228,479 219,074 209,310 197,463 191,475 186,778 184,265 176,625 147,983 147,907

基準外 202,601 291,623 282,649 262,666 239,661 199,528 161,752 143,661 73,265 48,255 36,716 47,583

合計 429,229 555,797 511,128 481,740 448,971 396,991 353,227 330,439 257,530 224,880 184,699 195,490

226,628 264,174 228,479 219,074 209,310 197,463 191,475 186,778

184,265 176,625 147,983 147,907202,601
291,623 282,649 262,666 239,661 199,528 161,752 143,661 73,265 48,255 36,716 47,583

429,229

555,797
511,128 481,740 448,971

396,991
353,227 330,439

257,530 224,880 184,699 195,490

0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000

合 計

－４－



 

２０２０年（令和２年） 月 

伊達市建設部下水道課 

令和元年 11 月 

pc00783
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1 第１章 はじめに 

 

 

 

伊達市の公共下水道は、生活環境の悪化及び水質汚濁の進行に対処するため、1974年度

（昭和４９年度）から事業に着手し、管渠や終末処理場の整備を進めてきました。 

2006年（平成１８年）３月には大滝村との市村合併を行い、2018年度（平成30年度）

末の下水道処理人口普及率※は８7．6％となり、水洗化の普及、生活環境の改善という下水

道の主要な目的が達成されようとしています。 

しかしながら、少子高齢化の進行や厳しい財政状況など、下水道を取り巻く状況が極めて

厳しい中、市民生活に欠くことができない社会基盤施設である下水道を将来にわたり、維持、

持続していく必要があります。 

このような背景から、国土交通省は2005年度（平成１７年度）に「下水道ビジョン２１

００※」を、2007年度（平成１９年度）に「下水道中期ビジョン※」を公表し、これらを踏

まえて北海道開発局・北海道・札幌市では2009年（平成21年）3月に「北海道地方下水道

ビジョン※」を策定し、道内の地方公共団体が今後概ね10年間に取組むべき下水道事業の方

向性を示しています。本市においても、本市の下水道が目指す将来像と取組むべき施策を明

らかにするため、2010年度（平成22年度）に「伊達市下水道中期ビジョン」を策定しまし

た。 

その後、国土交通省は社会経済情勢の変化に対応するため、2014年度（平成26年度）に

「新下水道ビジョン※」、2017年度（平成29年度）には「新下水道ビジョン加速戦略※」を

策定し、今後、取組みを加速する施策をとりまとめています。 

本市におきましても、「伊達市下水道中期ビジョン」策定後の下水道をとりまく社会環境

の変化を踏まえて、施策目標や事業計画を見直し、2020年度（令和2年度）から2029年度

（令和11年度）の10年間で取組むべき施策を市民の皆様に明らかにするため、経営戦略を

盛り込んだ「伊達市下水道ビジョン」を新たに策定しました。 
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⽔洗化の普及、⽣活環境の改善 浸⽔から街を守る 



 
2 伊達市下⽔道ビジョン 

 

 

 

 

国および北海道の施策 

国の施策 

・新下水道ビジョン 
2014 年度（平成 26 年度） 

・新下水道ビジョン加速戦略 
2017 年度（平成 29 年度） 

北海道の施策 

・北海道地方下水道ビジョン 
2008 年度（平成 20 年度） 

・全道みな下水道構想４ 
2019 年度（平成 31 年度） 

伊達市の施策 

第七次伊達市総合計画 

・基本構想 

・基本計画 

・実施計画 

伊達市都市計画 

マスタープラン 

伊達市下水道ビジョン 2020 年度（令和 2 年度）～2029 年度（令和 11 年度） 

① 将来像 

② 主要な施策 

③ 目標 

④ 経営戦略 

伊達市個別計画 伊達市下水道の課題 

汚水処理計画 

・伊達市生活排水処理基本計画 
・伊達市公共下水道事業計画 
・伊達市合併浄化槽設置整備事業 

浸水対策 

・伊達市水防計画 

地震対策 

・伊達市地域防災計画 

環境対策 

・第 3 次伊達市環境基本計画 

財政 

・財政健全化計画 

汚水処理対策 

資源の利活用対策 

浸水対策 

地震対策 

老朽化対策 

経営対策 

（地球レベル） 

・地球温暖化と気候変化 

・エネルギー資源の逼迫 

・衛生環境の悪化 

・水資源の欠乏 

（目的） 

伊達市が目指すべき下水道事業の将来像を定め、今後 10 年間で取

り組むべき施策を選定し、その整備目標を明らかにする。 

（生活レベル） 

・少子高齢化の深刻化 

・ﾗｲﾌｽﾀｲﾙの多様化 

・国際交流の活発化 

（目的） 

伊達市が目指すべき下水道事業の将来像を定め、今後 10 年間で取

り組むべき施策を選定し、その整備目標を明らかにする。 
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２－１．伊達市の概要 

 

２－１－１．位置及び地勢 

 

本市は北海道中央南西部、道都札幌市と函館市の中間に位置し、南西部は噴火湾（内浦湾）

に面しています。旧伊達市と大滝区の間には壮瞥町を挟み、東は登別市・白老町・千歳市、

西は喜茂別町・留寿都村・洞爺湖町、南は室蘭市、北は札幌市と隣接しており、行政面積は

444.21k㎡となっています。 

伊達市南部の地形は、各河川沿いや海岸沿いの低平地、その背後の扇状地斜面、丘陵性台

地及び火山性山地に分けられます。また、北西は有珠山や昭和新山と、北東を幌別山系の分

水嶺で囲まれ、噴火湾に向かってなだらかな斜面がひろがっており、二級河川長流川や中小

河川が数多く流れ、農耕地、草地などの豊かな生産緑地帯が形成されています。大滝区の地

形は、南北に貫流する長流川に沿って丘陵地が数状の沢により分布し、東南部は緩傾斜、西

部は急傾斜地帯で、わずかに長流川地域の一部と尻別川上流の一角に平坦部が点在していま

す。 

地質は、地質年代からみて全体に若く、新生代後期の第三紀および第四紀の地層や岩石か

ら成り立っており、しかも、その大部分は火山活動に伴って生成された溶岩や火山性の堆積

物によって占められています。 

有珠山および大滝区のホロホロ山周辺は、支笏洞爺国立公園に指定されており、優れた自

然環境を有するほか、有珠山の火山現象と火山地形は世界的にも重要なものとなっています。 

 

伊達市の位置 

 

第２章 伊達市の下水道事業の概要 



 
4 伊達市下⽔道ビジョン 

２－１－２．人口・世帯数の推移 

 

国勢調査※によると、近年の本市の人口（大滝区を含む）は2000年（平成12年）頃の約

37,000人をピークに減少傾向で推移しています。これに対して世帯数は増加傾向にあるこ

とから、世帯当り人員数は1990年度（平成2年度）では2.94人でしたが、2015年度（平

成27年度）には2.32人まで減少し、本市においても核家族化が進行している状況です。 

「伊達市まち・ひと・しごと創生ビジョン・総合戦略 2015年（平成27年）9月」におけ

る人口の将来展望では、2030年度（令和12年度）に30,647人まで減少する見通しとなっ

ています。 

 

⼈⼝の推移 
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２－２．下水道事業の概要 

 

２－２－１．下水道の沿革（あゆみ） 

 

本市の下水道事業は、生活環境の向上、公共用水域※の水質保全※、都市災害の防除を目的

として1975年（昭和50年）３月に予定処理区域面積※144ha，予定処理人口※10,600人、

計画汚水量※5,300m3を対象として下水道法事業認可※を受けたことに始まります。その後、

1985年（昭和60年）10月には伊達終末処理場※の運転開始により市街地区の一部を供用開

始して以降、数次にわたり事業の拡張認可を取得し、面整備の促進を図ってきました。また、

1993年（平成５年）３月にはフレックスプラン※による暫定処理場として有珠終末処理場※

の運転を開始しています。大滝区については、特定環境保全公共下水道※として1992年（平

成４年）11月より事業に着手し、1998年（平成10年）３月から大滝下水道管理センター

の運転を開始し、国道453号線に沿った集落ごとに整備の促進を図ってきました。 

また、「汚水処理施設共同整備事業（MICS事業）※」により、1市3町（伊達市、豊浦町、

壮瞥町、洞爺湖町）のし尿と浄化槽汚泥を2009年（平成21年）４月から伊達終末処理場※

に投入して共同処理しています。 

2018年（平成30年）4月には地方公営企業法の一部（財務規定等）を適用し、官公庁会

計方式から企業会計方式へ移行し、資産等を正確に把握した経営管理による計画的な経営基

盤の強化、財政マネジメントの向上を図っています。 

2021年（令和3年）４月からは、フレックスプランの解消により有珠終末処理場※を廃止

し、伊達終末処理場※での統合処理を開始する予定です。 
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●1975 年 3 月 

（昭和 50 年） 

本市中心市街地 144ha を対象に下水道事業に着手 

●1985 年 3 月 

（昭和 60 年） 

下水道条例※制定 

●1985 年 10 月 

（昭和 60 年） 

伊達終末処理場※の運転開始、伊達処理区の供用開始 

●1990 年 6 月 

（平成 2 年） 

有珠地区で事業着手（旧 有珠処理区） 

●1992 年 11 月 

（平成 4 年） 

大滝処理区で事業着手（旧 大滝村） 

●1993 年 3 月 

（平成 5 年） 

フレックスプラン※による暫定処理場として、有珠終末処理場※

が運転開始（旧 有珠処理区の供用開始） 

●1993 年 7 月 

（平成 5 年） 

北海道南西沖地震により伊達終末処理場※等に 2 箇所の被害を

受ける 

●1998 年 3 月 

（平成 10 年） 

大滝下水道管理センターの運転開始（大滝処理区の供用開始） 

●2000 年 3 月 

（平成 12 年） 

有珠山噴火により下水道施設に 1 箇所の被害を受ける 

●2006 年 3 月 

（平成 18 年） 

大滝村と市村合併 

●2008 年 5 月 

（平成 20 年） 

伊達処理区および有珠処理区において新たに特定環境保全公共

下水道事業に着手 

●2009 年 4 月 

（平成 21 年） 

汚水処理施設共同整備事業（MICS 事業）※により 1 市 3 町

（伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町）のし尿と浄化槽汚泥の

処理を伊達終末処理場※にて開始 

●2018 年 4 月 

（平成 30 年） 

地方公営企業法の一部（財務規定等）を適用 

●2021 年 4 月 

（令和 3 年） 

フレックスプラン※の解消により、有珠終末処理場※を廃止し、

伊達終末処理場※での統合処理を開始予定 
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２－２－２．下水道事業計画の概要 

 

本市の下水道事業は、単独公共下水道事業として、伊達処理区（有珠地区を含む）と大滝

処理区の2処理区で事業を実施しています。有珠地区（旧有珠処理区）は、2021年（令和3

年）4月より伊達処理区に統合され共同処理となる予定です。それぞれの計画概要は下表に示

す通りとなっています。 

下⽔道事業計画の概要 

 

※ 有珠処理区は 2021 年（令和 3 年）4 月より伊達処理区に統合されます。 

  

伊達処理区 大滝処理区 有珠処理区

有珠地区含む （参考）

1975年（昭和50年）3月 1992年（平成4年）11月 1990年（平成2年）6月

1985年（昭和60年）10月 1998年（平成10年）3月 1993年（平成5年）3月

2021年度（平成33年度） 2021年度（平成33年度） 2021年度（平成33年度）

汚水 1,225.4 110.0 103.2

雨水 1,425.3 - 220.2

29,980 1,200 1,480

13,063 1,524 573

13,500 1,530 -

2020年度（平成32年度） 2020年度（平成32年度） 2020年度（平成32年度）

汚水 958.4 104.5 80.2

雨水 771.1 - 64.0

29,850 1,210 1,350

13,016 1,528 526

13,500 1,530 1,100

5/5 2/3 2/2

874 95 75

29,055 798 1,106

26,552 715 827

33.2 8.4 14.7

91.4 89.6 74.8

事業名

事業開始年度

供用開始年度

全
体
計
画

目標年度

計画面積(ha)

計画人口(人)

日最大計画汚水量 (m
3
/日)

処理能力(m
3
/日)

事
業
計
画

目標年度

計画面積(ha)

計画人口(人)

日最大計画汚水量 (m3/日)

処理能力(m3/日)

処理場系列数

実
績

整備面積(ha)

処理区域内人口（人)

水洗化人口（人)

処理区域内人口密度（人/ha）

水洗化率（％）
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伊達市下⽔道区域の概要（伊達処理区） 

 
※ 整備区域は、2018 年度（平成 30 年度）末時点の状況です。 
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伊達市下⽔道区域の概要（⼤滝処理区） 

 
※ 整備区域は、2018 年度（平成 30 年度）末時点の状況です。 
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３－１．汚水処理の現状と課題 

 

本市では汚水処理の整備手法として、人口の密集している集落部は下水道により整備を行

い、それ以外の区域は合併処理浄化槽※により整備を行っています。 

 

下⽔道処理⼈⼝と処理⼈⼝普及率の推移 
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第３章 伊達市の下水道の現状と課題 

 

本市の下水道整備は概ね完了しているため、下水道未接続者への早期接続に向けた取

組みが必要です。 

汚⽔処理の課題 
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３－２．水環境の現状と課題 

 

本市には長流川や気門別川をはじめとする数多くの河川が流れています。これらの河川は

様々な形で市民の生活に利用されており、河川などの水環境※保全のためには地域の生活や産

業活動の結果としてもたらされる環境への負荷を抑制する必要があります。 

このため、これまで下水道の計画的な整備を行ない水環境※の向上に努めており、放流先水

域の水質は良好な状況を保っています。 

定期水質調査を行っている気門別川（水質観測点：館山橋）では、下水道整備以降、河川

水質が基準値であるBOD※3.0mg/Lを常に下回っています。 

 

下⽔道の⽔洗化⼈⼝と気⾨別川の⽔質（BOD75％⽔質）の推移 

 

出典：伊達市環境白書（公共用水域水質測定データ） 

⽔環境の景観 

  
長流川                      だて歴史の社雨水幹線          
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水環境※の保全のため、下水道未接続者への早期接続に向けた取組みが必要です。 

 

⽔環境の課題 
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３－３．下水道資源の利活用の現状と課題 

 

下水処理場の汚水処理過程で発生する下水汚泥※は質・量ともに安定し、有機物を多量に含

んでいるため、利活用に適したバイオマス※資源であり、資源循環の観点から有効利用するこ

とが重要となっています。 

本市の下水汚泥量は、2018年度（平成30年度）で年間1,985トンに達しており、伊達・

有珠終末処理場※で発生する汚泥は、2002年（平成14年）4月から、その大半をセメント原

料として資源化しています。大滝下水道管理センターでは供用当初より汚泥の全量を肥料化

しており、本市の汚泥リサイクル率は約98％となっています。今後は近隣自治体との連携に

よる汚泥処理の広域化・共同化を含め、汚泥有効活用の更なる促進に向けて検討していきま

す。 

さらに、伊達終末処理場※の嫌気性消化※処理過程で発生する消化ガス※は、メタンガスを

約６０％含んでいるため、消化タンクの加温用燃料として場内利用しています。 

 

下⽔汚泥とリサイクル率の推移 
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資源循環型の環境にやさしい下水道の実現に向け、既存の利用だけではなく、新たな

活用を検討する必要があります。 

下⽔道資源の利活⽤の課題 
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３－４．浸水対策の現状と課題 

 

本市では、都市化の進展により、それまで地表面が保持していた雨水浸透機能や保水能力

の減少などを原因とした内水被害に対応するため、1979年度（昭和54年度）より雨水管渠

整備を行なってきました。 

近年は内水による家屋被害は発生していませんが、街路整備事業にあわせて、効率的に雨

水管渠整備を進めています。 

 

⾬⽔管渠整備延⻑の推移 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

市民の生命や財産を守るため、効果的な浸水※対策に取組む必要があります。 

浸⽔対策の課題 
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３－５．地震対策の現状と課題 

 

新潟県中越地震※や東北地方太平洋沖地震※、熊本地震※、北海道胆振東部地震※など震度6

以上の地震が発生した場合には、下水道施設などが甚大な被害を受けていることを踏まえ、

大規模地震の発生に備えた対策が求められています。 

本市では、これまで地震によって下水道施設が受けた被害は、1993年（平成5年）の北海

道南西沖地震※において伊達終末処理場※で受けた被害に限られており、下水道施設の耐震化

対策を講じていない状況です。 

また、地震が発生した場合、下水道施設は大半が地下に埋設されているため、地震の被害

状況を早急に把握できない状況にあります。このため、地震により下水道施設が被害を受け

た場合、水洗トイレの使用不能や、処理場からの未処理汚水の流出、管渠破損による道路の

陥没など、被災地域の公衆衛生や社会経済活動へ甚大な影響が生じるものと予想されます。 

 

主な地震被害状況 

発生日時 地震名・震央 規模等 被害状況等 

1968年（昭和43年） 

5月16日 

午前9時49分 

1968年（昭和43年）

十勝沖地震 

三陸はるか沖 

Ｍ 7 .9 

震度４ 

（室蘭） 

地震による損壊の他、有珠湾で津

波による床下浸水、水産施設被害

が発生している。 

被害総額：33,124千円 

1982年（昭和57年） 

3月21日 

午前11時32分 

1982年（昭和57年） 

浦河沖地震 

浦河沖 

Ｍ 7 . 1 

震度３ 

（室蘭） 

津波は観測されたが、高さは小さく

被害はなかった。 

被害総額：100,000千円 

1993年（平成5年） 

7月12日 

午後10時17分 

 

1993年（平成5年） 

北海道南西沖地震 

北海道南西沖 

Ｍ 7 .8 

震度４ 

（室蘭） 

道路・住宅棟の損壊が発生してい

るが、津波は来襲しなかった。 

被害総額：31,150千円 

2011年（平成23年） 

3月11日 

午後2時46分頃 

2011年（平成23年） 

東北地方太平洋沖

地震 

Ｍ 9 .0 

震度３ 

（伊達） 

津波の襲来により床下浸水、水産

施設被害が発生している。 

被害総額：783,910千円 

出典：伊達市地域防災計画 
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下⽔道施設が被災した場合の影響事例 

 

 

 

 

 

 

 
  

管渠の破損 

救急車 消防車 
●交通阻害 

⇒マンホールの浮上や、道路陥没が発生し、緊急車両の交通阻害の恐れがあります。 

マンホールの浮上 

●トイレ利用の制限 

管渠の破損 

処理機能の損失 

●未処理汚水の流出 

⇒管渠が破損した場合、 
  トイレが使用できなくなります。 

⇒処理場の水処理機能が損失し、未処理

の汚水が流出する可能性があります。 

 

計画的、段階的な耐震化対策を策定するとともに、被災時における公衆衛生の確保、

使用が可能なトイレの確保や復旧活動に向けた対策に取組む必要があります。 

地震対策の課題 
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３－６．下水道ストックの現状と課題 

 

３－６－１．管 渠 

 

2018年度（平成30年度）末の本市の下水道管渠の総延長は約220kmとなっています。

管渠は1977年度（昭和52年度）から布設され、布設後30年以上経過している管渠の総延

長は2018年度（平成30年度）末で約68kmあり、老朽化が進んでいる可能性があります。

これらの管渠は年々増加していき、このまま放置すれば、下水道管路に起因する道路陥没事

故、管渠破損部からの浸入水による処理費用の増大、漏水による地下水の汚染など、日常生

活や社会経済活動に重大な影響を及ぼす恐れがあります。 

 

年度別管渠整備延⻑の推移 
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３－６－２．ポンプ場 

 

現在、本市では2箇所の中継ポンプ場と21箇所のマンホールポンプ所※が稼動しています。

網代町中継ポンプ場は建設から33年が経過し、機械・電気設備の標準耐用年数10～20年を

超過しており、施設の劣化による設備機器の取替えなどが必要となっています。 

また、マンホールポンプ所※についても供用開始後15年以上が経過している箇所が11箇所

あり、計画的な改築・更新※が必要となっています。 

 

ポンプ場の概要と供⽤開始からの経過年数 

ポンプ名 運転開始 経過年数 処理区 敷地面積 揚水能力 

網代町中継ポンプ場 
1986 年 10 月 

（昭和 61 年） 
33 年 伊達処理区 0.18ha 9.18 m3/分 

北湯沢主ポンプ場 
1998 年 3 月 

（平成 10 年） 
21 年 大滝処理区 0.15ha 1.86 m3/分 

 

マンホールポンプ所の供⽤開始からの経過年数（1/2） 

ポンプ所名 運転開始 経過年数 処理区 備考 

農社ポンプ所 
1998 年 4 月 

（平成 10 年） 
21 年 伊達処理区  

館山ポンプ所 
2015 年 3 月 

（平成 27 年） 
4 年 伊達処理区  

舟岡ポンプ所 
1991 年 8 月 

（平成 3 年） 
28 年 伊達処理区 

2019 年（令和元年）に

更新予定 

北舟岡ポンプ所 
2003 年 4 月 

（平成 15 年） 
16 年 伊達処理区  

北稀府ポンプ所 
2006 年 11 月 

（平成 18 年） 
13 年 伊達処理区  

牛舎川ポンプ所 
2010 年 3 月 

（平成 22 年） 
9 年 伊達処理区  

末永ポンプ所 
2017 年 3 月 

（平成 29 年） 
2 年 伊達処理区  

北黄金第１ポンプ所 
2010 年 3 月 

（平成 22 年） 
9 年 伊達処理区  

北黄金第２ポンプ所 
2010 年 3 月 

（平成 22 年） 
9 年 伊達処理区  

北黄金第３ポンプ所 
2011 年 3 月 

（平成 23 年） 
8 年 伊達処理区  
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マンホールポンプ所の供⽤開始からの経過年数（2/2） 

ポンプ所名 運転開始 経過年数 処理区 備考 

北黄金第４ポンプ所 
2011 年 3 月 

（平成 23 年） 
8 年 伊達処理区  

北黄金第５ポンプ所 
2011 年 3 月 

（平成 23 年） 
8 年 伊達処理区  

アルトリポンプ所 
1993 年 3 月 

（平成 5 年） 
26 年 

伊達処理区 

（有珠地区） 
 

ポロノットポンプ所 
1993 年 3 月 

（平成 5 年） 
26 年 

伊達処理区 

（有珠地区） 
 

白鳥ポンプ所 
1993 年 3 月 

（平成 5 年） 
26 年 

伊達処理区 

（有珠地区） 
 

本町ポンプ所 
2000 年 4 月 

（平成 12 年） 
19 年 大滝処理区  

本郷ポンプ所 
1998 年 3 月 

（平成 10 年） 
21 年 大滝処理区  

大成ポンプ所 
2003 年 10 月 

（平成 15 年） 
16 年 大滝処理区 

2019 年（令和元年）に

休止 

春雨川ポンプ所 
1998 年 3 月 

（平成 10 年） 
21 年 大滝処理区 

2018 年（平成 30 年）

に更新 

優徳ポンプ所 
1998 年 3 月 

（平成 10 年） 
21 年 大滝処理区  

出湯橋ポンプ所 
1998 年 3 月 

（平成 10 年） 
21 年 大滝処理区  
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３－６－３．処理場 

 

本市では、現在３箇所の下水処理場※が稼動しています。このうち、有珠終末処理場※はフ

レックスプラン※により建設された暫定処理場であり、2021年（令和3年）4月からは処理

機能を廃止し、有珠地区の汚水は伊達終末処理場※で一元処理する予定となっています。有珠

終末処理場※の機能廃止後は、建屋は防災備蓄倉庫、水槽は非常時の貯留施設として利用して

いきます。伊達終末処理場※は建設から34年が経過し、機械・電気設備の標準耐用年数10～

20年を超過していることから、施設の延命化や計画的な更新を進めています。 

下⽔処理場の概要と供⽤開始からの経過年数 

処理場名 運転開始 
経過 

年数 

敷地 

面積 
処理方法 処理能力 備考 

伊達 

終末処理場※ 

1985 年 10 月 

（昭和 60 年） 
34 年 4.23ha 

標準 

活性汚泥法 
13,500m3/日  

有珠 

終末処理場※ 

1993 年 3 月 

（平成 5 年） 
26 年 0.12ha 

回分式 

活性汚泥法 
 1,100m3/日 

2021 年（令和 3

年）4 月廃止予

定 

大滝下水道

管理センター 

1998 年 3 月 

（平成 10 年） 
21 年 1.0ha 

ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝ

ﾃﾞｨｯﾁ法 
 1,530m3/日  

 

伊達終末処理場※ 

  
  

 

これまでに整備してきた下水道ストック※が耐用年数を迎え、維持管理費などの増大

が問題となっています。また、下水道は一日たりとも休止できない事業であるため、そ

の機能を適切に維持するとともに、漏水や道路陥没事故を防ぐ必要があります。 

これらに対処するため、施設の延命化や計画的な改築・更新※を進めるなど適正な維

持管理によりライフサイクルコスト※を 小化することが必要です。 

また、持続可能な下水道事業を実現するため、将来における本市の下水道事業の姿を

見据え、下水道施設の 適化に向けた取り組みが必要です。 

下⽔道ストックの課題 
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３－７．下水道経営の現状と課題 

 

下水道事業は公営企業※と位置づけられており、その経営は適正な経費負担区分を前提とし

た独立採算※が義務付けられています。適正な経費負担区分とは「雨水公費・汚水私費の原則」

の下、雨水に係る経費は雨水が自然現象であることから公費（税金）負担で、汚水に係る経

費は汚水が使用者による排出であることから私費（使用料）負担で賄う考え方です。本市に

おいても、この原則に基づいた下水道経営を行っています。 

 

３－７－１．経営状況 

 

本市の下水道事業は2018年（平成30年）4月より、これまでの官公庁会計方式から地方

公営企業法の財務規定等を適用した企業会計方式へ移行し、資産等を正確に把握した経営管

理による計画的な経営基盤の強化、財政マネジメントの向上を図っています。 

今後は老朽施設対策などにより、支出は増加していくものと考えられます。企業会計方式

に移行し、詳細な経営状況分析が可能となったことから、将来の収支を踏まえ健全な経営基

盤の構築を目指します。 

 

（１）収益的収支 

下水を処理するために必要な支出とその財源となる収入で、支出全体の約60％が下水道施

設に係る減価償却費等で、人件費を含む施設の維持管理費が約30％を占めています。また、

収入の約50％を下水道使用料が占めています。 

 

2018 年度（平成 30 年度）の収益的収⽀ 
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（２）資本的収支 

施設の整備や改築更新を行うために必要な支出とその財源となる収入で、支出全体の約70

％を企業債償還金が占めています。また、収入のうち建設改良事業の財源となる企業債と国

庫補助金は、建設改良費に比例して増減します。 

なお、通常は、支出が収入を上回り資金不足が生じるため、減価償却費など現金支出を伴

わない費用計上により生じた資金などを不足額の補填財源として使用しています。 

 

2018 年度（平成 30 年度）の資本的収⽀ 

 

 

 

 

収⽀の推移（地⽅公営企業法適⽤前） 
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（３）企業債償還費と企業債残高 

下水道事業を開始した1974年度（昭和49年度）以降、投資額は年々増加し、ピーク時に

は年間約23億円に達するなど、2018年度（平成30年度）までに投資した建設費は合計で

337億円に上ります。これらの建設投資は企業債※を財源として行われてきたため、企業債※

残高は2018年度（平成30年度）末現在で約68億円となっています。 

企業債※元利償還金は、減少傾向にあるものの、毎年8億円程度の予算を充てており、下水

道経営において大きな負担となっています。 

本市では、2004年度（平成16年度）より制度拡充された資本費平準化債※を活用し、施

設の耐用年数に合わせた負担とすることで、世代間の負担の公平化を図り，さらには、低金

利の企業債※へ借換えて利息の削減を図るなど、企業債※元利償還による下水道経営負担の軽

減に努めています。 

 

投資額の推移 

 

 

 

企業債元利償還⾦と残⾼の推移 

 



 

 
23 第３章 伊達市の下⽔道の現状と課題 

（４）一般会計※からの繰入金 

下水道事業の収入には一般会計※からの繰入金が含まれています。この繰入金には、雨水処

理に係る経費などの公費（税金）で賄うべき部分と、下水道使用料※及び国からの補助金や負

担金等の収入では支出を賄えない不足分とがあり、2018年度（平成30年度）では約4億3

千万円が計上されています。 

本市では、資本費平準化債※の発行や支出の削減などを行っていますが、地方公営企業法の

適用により資本費平準化債発行可能額が減少したことや有珠終末処理場※の廃止に伴う連絡幹

線の整備、老朽化施設の更新など投資が増加していることにより、繰入金が増加している状

況にあります。 

 

2018 年度（平成 30 年度）の収⼊と⽀出の内訳 

 

 

⼀般会計からの繰⼊⾦の推移 

 

 

 

  

 

① 経営基盤強化のために、収入の増大・支出の削減を図り赤字補てん的な一般会計※

からの繰入金を削減することが必要です。 

② 将来の収支を踏まえ、健全な経営が確保できる投資額の設定が必要です。 

経営状況の課題 
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３－７－２．使用料収入の状況 

 

本市の下水道使用料※体系は、用途別に「一般用」と「浴場用」に分かれており、下表のと

おりとなっています。2006年（平成18年）3月の伊達市・大滝村の合併後、旧市村の料金

体系を引き継いでいましたが、2019年（令和元年）5月より伊達地区の料金体系に統一され

ています。 

本市の下水道使用料※による収入は2018年度（平成30年度）で約7億円ですが、汚水処理

に必要な費用（汚水処理費※）は約8億1千万円と使用料収入を上回っています。下水道使用

料※収入で賄えない不足分には一般会計※からの繰入金が充てられている状況です。 

また、本市では、現在の技術では採算がとれないことから、エネルギーや施設等の利用の

面で、収入増につながる取り組みは実施していませんが、今後の新技術の動向や国の制度な

どに注視していきます。 

下⽔道使⽤料体系（税抜） 

区分 基本料金 

従量料金（円/m3） 

9～ 
15m3 

16～ 
20m3 

21～ 
100m3 

101～ 
300m3 

301～ 
1000m3 

1001m3 
以上 

一般用 
8m3 まで 
1,700 円 

220 235 250 265 280 295 

浴場用 
100m3 まで 

2,500 円 
 25 

 

下⽔道使⽤料と汚⽔処理費の推移 

 

  
 

将来の収支を踏まえ、汚水処理に係る費用を賄うことができる適切な下水道使用料※

の設定が必要です。 

使⽤料収⼊に関する課題 
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３－７－３．水洗化率の状況 

 

本市の2018年度（平成30年度）の下水道接続人口は約27,000人で、水洗化率※は91.3

％となっており、2008年度（平成20年度）以降、微増で推移しています。下水道法では、

供用開始後3年以内に下水道へ接続することが義務付けられていますが、現在、整備区域内に

ある約14,000世帯のうち約200世帯が下水道に接続していない状況にあります。未接続の

原因としては、家屋の老朽化や改造資金の調達困難など、さらに、現在、単独処理浄化槽※を

使用しており、急いで下水道に接続する必要がないことなどが挙げられます。しかし、単独

処理浄化槽※はトイレ排水以外の生活雑排水がそのまま排出され河川を汚す原因となりますの

で、地域の水環境※を守るためにも水洗化率の向上を図っていく必要があります。 

 

下⽔道接続⼈⼝と⽔洗化率の推移 
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下水道使用料※収入の確保や水環境※の保全を図るため、下水道への早期接続に向けた

取組みが必要です。 

⽔洗化率の状況に関する課題 
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３－７－４．組 織 

 

近年は約8人の職員で下水道事業を実施していますが、今後増加する老朽施設対策などを踏

まえ、適切な人員数の確保と人材育成・技術伝承を図る必要があります。維持管理業務や改

築更新事業が増加する場合には、PPP・PFIや包括的民間委託などの民間活力の活用により全

体の費用を抑えることが可能となる場合があります。本市では、従来型の民間委託により維

持管理業務を実施していますが、国の動向や制度をみながら 適な事業実施体制の構築を目

指します。 

 

下⽔道担当職員数の推移 
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安定的な下水道事業継続を図るため、 適な事業実施体制の構築に向けた取組みが必

要です。 

組織の状況に関する課題 
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４－１．基本理念 

 

本ビジョンの上位計画である「第7次伊達市総合計画」で掲げている「みんなが豊かさを感

じられる市民幸福度最高のまち」の実現のため、豊かな自然や地域環境を守りながら、衛生

的で安心して暮らすことのできる居住環境の整備と地域環境の保全を目指し、基本理念を

「自然・まち・ひとにやさしい下水道」と定めます。 

 

 

 

 

 

  

自然・まち・ひとにやさしい下水道  
基本

理念 

第４章 伊達市の下水道が目指すもの 
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４－２．基本方針 

 

基本理念の下で、下水道に課せられた社会的な役割や使命を果たし市民の皆様により良い

下水道サービスを提供するため、本市関連計画の内容を踏まえ、次の３つの基本方針を掲げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本方針 1】 

 

 

 

 

生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るとともに、資源循環型の都市環境の創

出を図り、清潔で住みよい環境のまちづくりを目指します。 

【基本方針２】 

 

 

 

 

 

浸水から都市を守り、災害時にも安定して機能する下水道を目指します。 

安全・安心に暮らせるまちづくり 

【基本方針３】 

 

 

 

下水道を取り巻く状況が厳しい中、広域化・共同化を含めた最適な事業運営を検討

し、経営の健全化を図り、持続可能な下水道サービスの提供を目指します。 

健全な事業経営による持続可能な下水道 

良好な水環境・生活環境の創出

と資源循環型の都市環境の創出 
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４－３．主要な施策 

 

３つの基本方針を達成するため、本市下水道が抱えている課題を踏まえ、今後10年間で取

組むべき内容を主要な施策として設定します。この主要な施策は「行政として最低限提供す

べき機能の確保」及び「継続的な機能維持」の２つの役割に重点を置いています。 

なお､第３章の検討により明らかになった伊達市下水道が抱えている課題をまとめると、次

に示すとおりとなります。 

 

本市下⽔道が抱えている課題 

課題 内容 

汚水処理・水環境 

・早期の下水道接続に向けた取組み（環境面） 

下水道資源の利活用 

・新たな下水道資源の活用方法の検討 

浸水対策 

・効果的な浸水対策の推進 

地震対策 
・計画的、段階的な耐震化対策の策定 

・震災時対策の確立 

下水道ストック 
・施設の延命化や計画的な改築・更新による適正な維持管理 

・施設の最適化に向けた取り組み 

下水道経営 ・経営基盤の強化 

・適切な下水道使用料の設定 

・早期の下水道接続に向けた取組み（収入面） 

・最適な事業実施体制の構築 
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伊達市下⽔道ビジョンの 6 つの主要な施策 

早期の下水道接続に
向けた取組み（環境面）

効果的な浸水対策

積極的な資源利活用の推進

経営基盤の強化

適切な下水道使用料の設定

計画的・段階的な
耐震化対策

震災時対策の確立

早期の下水道接続に
向けた取組み（収入面）

ストックマネジメント計画に
基づいた適正な維持管理

施設の最適化に向けた取組み

最適な事業実施体制の構築
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１ 良好な水環境・生

活環境の創出と資源循

環型の都市環境の創出 

生活環境の改善と公共用 

水域の水質保全を図ると 

ともに、清潔で住みよい 

環境のまちづくりを目指 

します。 

２ 安全・安心に 

暮らせるまちづくり 

浸水から都市を守り、

災害時にも安定して機

能する下水道を目指し

ます。 

３ 健全な事業経営に 

よる持続可能な下水道 

下水道を取り巻く状況が厳

しい中、広域化・共同化を

含めて最適な事業運営を検

討し、経営の健全化を図

り、持続可能な下水道サー

ビスの提供を目指します。 

③雨水整備の推進による

雨に強いまちづくり 

②下水道資源の有効活用 

④大規模地震に備えた 

下水道施設の耐震化 

⑤施設の適正な維持・管理 

⑥経営基盤の強化 

と透明性の向上 

①水洗化の促進 
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５－１．水洗化の促進 

 

 

 

汚⽔処理施設整備のイメージ 

 
  

 

生活環境の改善と公共用水域の水質保全のため、下水道への接続を促進します。 

 

 

 

 

広報や市ホームページなどを活用した水洗便所改造等貸付金制度の啓発活動の展開

などにより、下水道への早期接続促進に努めます。 

市街地中心部は公共下水道で整備 

例.伊達市街地区、有珠地区 

水質保全上、特に下水道が 

必要な区域においては、特定

環境保全公共下水道で整備 

例.大滝地区 

家屋がまばらな区域では合併処理浄化槽で整備 

 水洗化率   91.3％ 2018 年度（H30 年度） 

     → 96.4％ 2029 年度（R11 年度） 

第５章 施策実現への取組み 

⽬ 標 

施策の展開 
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５－２．下水道資源の有効活用 

 

 

下⽔汚泥の資源循環イメージ 

 

参考：北海道地方下水道ビジョン概要版        
  

 

資源循環型の都市環境を創出するため、より一層、下水道資源の有効的な利用促進を

目指します。 

 

 

  

 

① 下水汚泥※全量の利活用に向けた取組みを行います。 

② バイオマス※の利活用、近隣自治体との連携による広域化・共同化の取り組みの

可能性を探るなど、新たな下水道資源利活用のための検討を行います。 

 汚泥リサイクル率※   98％ 2018 年度（H30 年度） 

→ 100％ 2029 年度（R11 年度） 

⽬ 標 

施策の展開 
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５－３．雨水整備の推進による雨に強いまちづくり 

 

 

 

浸⽔対策のイメージ 

 

 

参考：内水ハザードマップ作成の手引き（国土交通省都市・地域整備局下水部） 
  

 

市民の生命や財産を守るため、浸水※被害の軽減を図ります。 

 

 

まちづくりと連携した雨水整備を推進します。 

下水道により整備 

1 時間当たり 

38.5mm までの 

降雨による浸水 

（内水被害） 

⽬ 標 

施策の展開 
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５－４．大規模地震に備えた下水道施設の耐震化 

 

 

 

地震対策のイメージ 

 

 
  

国道や鉄道下の管渠

避難地に接続している管渠

要援護者関連施設に接続している管渠

河川横断箇所に
埋設された管渠

一般管渠

重要管渠

下水処理場の防災拠点化

消毒施設などの水処理施設の耐震化

 

地震による下水道施設への被害を未然に防ぐため、施設の耐震対策に取組み、ラ

イフラインとしての信頼性の確保を図ります。 

 

 

① 全庁的な耐震化計画である「伊達市耐震改修促進計画」に示された施設優先度に

基づき、処理場・ポンプ場施設の耐震性能の確保に努めます。 

② 管路施設は、老朽管対策とあわせて効率的に耐震化を進めます。 

③ 災害時の応急復旧に備え、仮設ポンプなどの非常用資機材の確保に努めます。 

⽬ 標 

施策の展開 
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５－５．施設の適正な維持・管理 

 

 
 

ライフサイクルコストの低減イメージ 

 

出典：国交省 HP（下水道：計画的な改築の推進） 

 

施設の情報を的確に把握したうえで、施設の延命化を含めた計画的な改築・更新※や

維持補修を実施し、増大する下水道施設の適正かつ効率的な維持管理に努めます。 

 

 

① 総合的な事業管理（ストックマネジメント※）を推進するため、「ストックマネジ

メント計画※」を策定し、この計画に基づいた改築・更新※や維持修繕を実施する

ことで、ライフサイクルコスト※の最小化や維持管理の平準化を図ります。 

② 新技術などの情報収集に努め、導入による費用対効果が見込める工法や機種選定な

どを積極的に活用しながら、下水道施設の機能向上を図ります。 

③ 将来にわたって効果的な施設整備を検討し、施設の最適化に向けた取組みを実施し

ます。 

⽬ 標 

施策の展開 
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５－６．経営基盤の強化と透明性の向上 

 

 

 

 

 
 

 

将来にわたって安定した事業運営を行なうため、経営の効率化に努め、経営基盤の強

化を図るとともに、経営の明確化や透明性の向上に努めます。 

 

 

① ストックマネジメント計画※を策定し、効率的な経営の健全化に努めます。 

② 下水道の利用実態や社会環境などに応じた適正な下水道使用料※の料金体系を検討

します。 

③ 広報や市ホームページなどを活用した水洗便所改造等貸付金制度の啓発活動の展開

などにより、下水道への早期接続促進に努めます。 

④ 財政状況や業務内容について、分かりやすい指標を用いながら情報公開します。 

⽬ 標 

施策の展開 
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６－１．整備スケジュール 

 

第5章で定めた各施策の整備スケジュールを策定します。 

 

 

 

水洗化を促進するための広報活動 ☆ ☆ ☆ 1

下水道汚泥全量の利活用 ☆ ○ ☆ 1

下水道資源利活用の検討 △ △ △ 4

まちづくりと連携した雨水整備 ○ ○ ○ 2

下水道施設の耐震対策計画の策定 ○ △ ○ 3

下水道施設の耐震化の実施 △ △ △ 4

復旧資機材の確保 ☆ ☆ ☆ 1

ストックマネジメント計画の策定 ☆ ☆ ☆ 1

管路施設の改築・更新 ☆ ○ △ 2

ポンプ場・処理場施設の改築・更新 ☆ ☆ △ 1

新技術・省エネ機器の導入推進 △ ○ △ 3

広域化・共同化・最適化に関する検討 ○ ○ ○ 2

民間活力の活用に関する検討 △ △ △ 4

資産活用に関する検討 △ △ △ 4

健全経営が可能な投資計画の策定 ☆ ☆ ☆ 1

下水道使用料の適正化 ○ ☆ ☆ 1

水洗化率の向上 ☆ ☆ ☆ 1

ホームページなどでの情報公開 ☆ ☆ ☆ 1

注：整備スケジュールは、次に示す状況を表しています。

項目 緊急度 効果 費用

☆ 高い 高い 安価

○ 中間 中間 中間

△ 低い 低い 高価

優先度1

優先度2

優先度3

優先度4

評価項目
優先順位

（評価）緊急度 効果 費用

全て△

○が1つ以上

☆が1個か全て○

☆が2個以上

⑥経営基盤の強化と透明性の向上

⑤施設の適正な維持・管理

１
良
好
な
水
環
境
･
生
活
環

　
境
の
創
出
と
資
源
循
環
型

　
の
都
市
環
境
の
創
出

①水洗化の促進

②下水道資源の有効活用

２
安
全
・
安
心
に

　
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

③雨水整備の推進による雨に強いまちづくり

④大規模地震に備えた下水道施設の耐震化

３
健
全
な
事
業
経
営
に
よ
る
持
続
可
能
な
下
水
道

　３　つ　の　基　本　方　針 中期（R02～R11）
長期

(R12～)
　６　つ　の 主 要 な 施 策 前期

（R02～R06）
後期

（R07～R11）整 備 施 策

：検討 ：実施 ：継続 ：終了

第６章 整備スケジュールと財政等の見通し 
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６－２．財政等の見通し 

 

本市の下水道事業に係る将来の事業環境見通しについて検討します。 

 

６－２－１．処理区域内人口 

 

「伊達市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略 2015年（平成27年）9月」に

おける行政人口の推計値をもとに将来行政人口を設定し、処理区域内人口比率を乗じること

で処理区域内人口を予測します。 

処理区域内人口は、2018年度（平成30年度）末で約3万人となっていますが、10年後の

2029年度（令和11年度）には約2万7千人まで減少する見込みです。 

 

処理区域内整備済⼈⼝の予測 
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６－２－２．有収水量 

 

将来の有収水量は、将来の水洗化人口に1人あたりの有収水量を乗じて予測します。 

有収水量は、2018年度（平成30年度）末で約3,000千m3となっていますが、人口の減

少に伴い、2029年度（令和11年度）には約2,700千m3まで減少する見込みです。 

 

⽔洗化⼈⼝の予測 

 

 

有収⽔量の予測 
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６－２－３．使用料収入 

 

使用料収入は、有収水量の将来予測結果に基づき、現行の使用料体系を維持するものとし

て予測します。 

2018年度（平成30年度）では約700百万円となっていますが、人口減少の影響により

2029年度（令和11年度）には632百万円までの減少を見込んでいます。 

 

使⽤料収⼊の予測 
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６－２－４．下水道施設 

 

本市の下水道管路施設は1977年度（昭和52年度）から整備を開始しています。最も古い

管路施設は約40年が経過し、標準耐用年数である50年が近づいています。今後は、2019

年度（令和元年度）～2020年度（令和2年度）に策定するストックマネジメント計画に基づ

き、優先度の高い路線から点検・調査を実施し、計画的・効率的に改築更新を実施する予定

です。 

処理場・ポンプ場施設は、耐用年数の短い機械・電気設備を中心に長寿命化計画（ストッ

クマネジメント計画の前身となる改築更新計画）に基づいて計画的に改築更新を進めていま

す。今後もストックマネジメント計画に基づいて優先度の高い設備を中心に効率的な改築更

新を実施する予定です。 

また、広域化や共同化、施設のダウンサイジングなど施設の最適化について検討を進めて

いきます。 

 

 

 

６－２－５．組 織 

 

今後増加する老朽施設対策などを踏まえ、適切な人員数の確保と人材育成・技術伝承に努

めるとともに、事業量と費用対効果を勘案し、必要に応じて民間活力の導入を考慮した最適

な事業実施体制の構築を目指します。 
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６－２－６．収益的収支の推移 

 

収益的収支（下水道施設の維持管理に要する経費や企業債の利子償還等の支出とその財源

となる収入）の推移を示します。 

人口減少に伴う需要量（処理水量）の減少により使用料収入も減少する傾向となり、

2029年度（令和11年度）には632百万円（2018年度（平成30年度）よりマイナス67百

万円）を確保する見込みとなります。施設の更新が予定されるため、減価償却費及び長期前

受金戻入額は現在と同程度の水準で推移する見込みですが、整備当初に集中的に発行した企

業債の償還が完了するため、支払利息は減少していきます。 

 

収益的収⽀の推移 
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６－２－７．資本的収支 

 

資本的収支（下水道施設の建設に要する経費や企業債の元金償還等の支出とその財源とな

る収入）の推移を示します。 

2020年度（令和2年度）までは長寿命化計画に基づく処理場・ポンプ場施設の改築更新事

業を実施する予定です。2021年度（令和3年度）以降は、ストックマネジメント計画に基づ

いた処理場・ポンプ場施設の改築更新事業に加え、管路施設の調査及び改築更新事業を進め

ていく予定です。整備当初に集中的に発行した企業債の償還が完了するため、企業債償還金

は徐々に減少し、将来的な事業規模は年間約8億円となる見込みです。各年度で収入額が支出

額を下まわるため、不足する額は内部留保資金等（現金支出を伴わない支出等）で補填する

予定です。 

 

資本的収⽀の推移 
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６－２－８．企業債残高 

 

企業債残高の推移を示します。 

企業債残高は整備当初に集中的に発行した企業債の償還が完了するため、2018年度（平

成30年度）末の約68億円から大きく減少し2029年度（令和11年度）には約25億円とな

る見込みです。今後は改築更新事業にあわせて企業債の発行額も推移するものと考えられま

すが、事業の平準化を図り、償還額や経営状況を考慮した持続可能な経営に努めます。 

 

企業債残⾼の推移 
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６－２－９．繰入金の推移 

 

一般会計からの繰入金の推移を示します。 

現在は約2～3億円の基準外繰入金を受けていますが、企業債元利償還金の減少に伴って縮

減され、2029年度（令和11年度）には基準外繰入金は約1億円まで減少する見込みです。 

今後は、経営健全化のための各施策を実施することで、より強固な経営基盤を築き、継続

的かつ安定した下水道経営を目指します。 

 

⼀般会計繰⼊⾦の推移 
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本ビジョンに掲げた各施策や事業を実行するための中長期的な経営の基本計画である経営

戦略（投資・財政計画）は次のとおりです。 

 

 伊達市下水道事業経営戦略  

団 体 名 ： 伊達市 

事 業 名 ： 公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業 

策 定 日 ： 20２0 年（令和２年）3 月  日 

計 画 期 間 ： 2020 年度（令和 2 年度）～2029 年度（令和 11 年度） 

 

 

７－１．事業概要 

 

７－１－１．事業の現況 

 

（１）施設 

供用開始年度 

（供用開始後年数） 

1985年度(昭和60年度) 

(供用開始後34年経過) 

法適（全部適用・一

部適用）非適の区分 
一部適用 

処理区域内人口密度 
30.8人/ha 

（2018年度(平成30年度)末） 

流域下水道等への 

接続の有無 
なし 

処理区数 本市の下水道事業は、伊達処理区、大滝処理区の2処理区です。 

処理場数 

本市の汚水は、伊達終末処理場※、有珠終末処理場※、大滝下水道管

理センターの3処理場で処理されていますが、2021年(令和3年)4月

より有珠終末処理場※は廃止される予定です。 

広域化・共同化・

適化実施状況 *1 

本市の下水道事業は、都道府県汚水処理構想（全道みな下水道構想

4）において単独公共下水道に位置付けられており、現時点で 適な

処理区域となっています。 

汚水処理施設共同整備事業（MICS）により、1市3町（伊達市、豊

浦町、壮瞥町、洞爺湖町）のし尿・浄化槽汚泥を伊達終末処理場※で

処理しています。 

広域化については、実施していない状況です。 

*1 「広域化」とは､一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合､流域下水道への接続を指す。 

「共同化」とは､複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づく

第７章 経営戦略 
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ものを含む）､広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）,事務

の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）

を指す。 

  「 適化」とは､①他の事業との統廃合､②公共下水・集排・浄化槽等の各種処理施設の中から､地理的・

社会的条件に応じて 適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）､③施設の統廃合（処理区の

統廃合を伴わない。）を指す。 

 

 

（２）使用料 

一般家庭用使用料体

系の概要・考え方 

本市の下水道使用料は、下表のとおりです。なお、使用料対象経費は汚

水処理に係る資本費の一部とすべての維持管理費としています。 

基本料金(円) 

8ｍ3まで 

従量料金 (円/ｍ3) 

9～15m3 16～20m3 21～100m3 101～300m3 301～1000m3 1001 m3～ 

1,700 220 235 250 265 280 295 
 

業務用使用料体系の

概要・考え方 

本市の下水道事業では、業務用使用料は規定していません。 

その他の使用料体系

の概要・考え方 

本市の家事用以外（浴場用）の下水道使用料は、以下のとおりとなって

います。 

100立方メートルまで     2,500円 

  101立方メートルを超えた分     25円/m3 

条例上の使用料 

(２０m3あたり)  

*2 

2016年度 

(平成28年度) 
4,415円 

実質的な使用料 

（２０m3あたり） 

*3 

2016年度 

(平成28年度) 
4,562円 

2017年度 

(平成29年度) 
4,415円 

2017年度 

(平成29年度) 
4,616円 

2018年度 

(平成30年度) 
4,415円 

2018年度 

(平成30年度) 
4,650円 

*2 条例上の使用料とは､一般家庭における２０ｍ3あたりの使用料をいう。 

*3 実質的な使用料とは､料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０ｍ3を乗じたもの（家庭用のみ

でなく業務用を含む）をいう。 

 

 

（３）組織 

職員数 損益勘定職員 8 人  

事業運営組織 

本市の下水道事業は、下水道課で所管されており、単独の組織で運営し

ています。 

なお、部内には建設課、都市住宅課、水道課があり、連携を図りながら

効率的な事業運営を図っています。 
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７－１－２． 民間活力の活用等 
 

民間活用 

の状況 

ア 民間委託 

(包括的民間委託を含む) 

処理場等の維持管理業務や下水道施設の清掃業務等

を民間委託しています。 

イ 指定管理者制度 

下水道事業は、住民生活に直結する事業であり、指

定管理者制度を利用した管理・運営にはなじまない

ものと考えて、検討していない状況です。 

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ 

大規模な新規整備や改築更新事業は無く、PPP・

PFIに該当するような事業は現段階ではないため、検

討していない状況です。 

資産活用 

の状況 

ア エネルギー利用 

(下水熱・下水汚泥・発電等) 

*4 

本市の処理水量、発生汚泥量等が現在の技術では採

算が取れるような機器設備が無く、導入検討は実施

していない状況です。 

イ 土地・施設等利用 

(未利用土地・施設の活用等) 

*5 

土地・施設等利用については検討していませんが、

今後は国庫補助金で取得したものについて、必要に

応じ、財産処分等の手続き等に留意して検討を進め

ます。 

*4 「エネルギー利用」とは､下水汚泥･下水熱等､下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用い

た収入増につながる取組を指す。 

*5 「土地・施設等利用」とは､土地･建物等､下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた､収入増につながる

取組を指す（単純な売却は除く）。 
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７－１－３． 経営比較分析表を活用した現状分析 

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）

（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）は別紙のとおり。 

 

2017年度（平成29年度）は、2018年（平成30年）4月1日より地方公営企業法の適用

を受けるため2018年（平成30年）3月31日をもって打切決算となっています。打切決算の

影響により収益的収支比率や経費回収率は類似団体平均より低く表示されていますが、未収

金や未払金を含めると類似団体平均と同程度となることから、平均的な経営状況にあるとい

えます。 

整備当初に集中して発行した企業債の償還が完了しつつあり、企業債残高及び汚水処理原

価は減少傾向にありますが、標準耐用年数を迎える施設が増加していくことから、今後更新

事業に要する費用が増大していくものと考えられます。ストックマネジメント計画に基づい

た投資の平準化や施設のダウンサイジング検討など事業の 適化を図る必要があると考えま

す。 

水洗化率は類似団体と比較して高水準にありますが、汚水整備が概成していることから水

洗化率の大きな改善は見込めない状況にあります。使用料収入の改善や事業の効率化のため

水洗化率の向上を目指し、広報などを活用した水洗化の推進が必要です。 

 

 



 

 
51 第７章 経営戦略 

 



 
52 伊達市下⽔道ビジョン 



 

 
53 第７章 経営戦略 

７－２．将来の事業環境  

 

７－２－１．処理区域内人口の予測 
 

処理区域内人口は、本市の汚水整備は概成していることから大規模な新規取り込みはない

ものと考え、「伊達市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略 2015年（平成27

年）9月」において設定されている目標行政人口を参考に行政人口を推計し、行政人口に対

する処理区域内人口の人口比率を乗じることで推計しました。 

行政人口は、34,083人（2018年度(平成30年度)末）から32,365人（2024年度(令和

6年度)）、30,934人（2029年度(令和11年度)）と減少する見込みです。2018年度（平

成30年度）末の処理区域内人口比率0.88で今後も推移するものとして行政人口に乗じた結

果、29,853人（2018年度(平成30年度)末）から28,481人（2024年度(令和6年度)）、

27,222人（2029年度(令和11年度)）と減少する見込みとなります。 

 

７－２－２．有収水量の予測 
 

有収水量は、水洗化人口に1人あたりの年間有収水量（以下、有収水量原単位とする）を

乗じることで推計しました。 

水洗化人口は、水洗化率を処理区域内人口に乗じることで推計しました。水洗化率の向上

は使用料収入の改善に繋がり、経営改善の大きな課題のひとつであることから、本経営戦略

では2018年度（平成30年度）値の水洗化率0.91を採用することとしました。したがっ

て、水洗化人口は、27,267人（2018年度(平成30年度)末）から25,918人（2024年度

(令和6年度)）、24,772人（2029年度(令和11年度)）と減少する見込みです。 

有収水量原単位は、直近10ヵ年の実績を確認すると、概ね110m3/年/人で横ばいとなっ

ていることから将来にわたって継続するものとして110m3/年/人としました。 

以上より、有収水量は3,008,308m3（2018年度(平成30年度)）から2,850,980m3

（2024年度(令和6年度)）、2,724,920m3（2029年度(令和11年度)）と人口減少の影

響を受け減少していく見込みとなります。 
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７－２－３．使用料収入の見通し 
 

使用料収入は、有収水量に使用料単価を乗じることで推計しました。 

使用料単価は、2018年（平成30年）5月から2019年（令和元年）5月にかけて大滝区

の使用料体系を伊達地区の使用料体系と同一のものに段階的にひきあげていることから

2018年度（平成30年度）実績から大きく変化はしないものとして232円/m3と設定しま

した。 

したがって、使用料収入は、699,296千円（2018年度(平成30年度)）から661,427千

円（2024年度(令和6年度)）、632,181千円（2029年度(令和11年度)）と人口減少の影

響を受け減少していく見込みです。 

 

７－２－４．施設の見通し 
 

本市の下水道管路施設は、1977年度（昭和52年度）から整備を開始し、整備当初の管路

施設は約40年を経過しており、標準耐用年数である50年が近づいてきています。今後はス

トックマネジメント計画に基づき優先度の高い路線から点検・調査を進め、修繕・改築事業

が発生する見込みとなっています。 

処理場・ポンプ場施設は、耐用年数の短い機械・電気設備を中心に長寿命化計画に基づい

て計画的に更新を実施しています。今後は、過去の長寿命化計画で更新対象とならなかった

設備についても標準耐用年数を超過している設備もあることから、更新が必要となる状況で

す。更新済みの設備も含めてストックマネジメント計画に基づき優先度の高い設備から調査

を進め、更新事業は継続する見込みです。 

 

７－２－５．組織の見通し 
 

本市の下水道事業は、2019年度（令和元年度）は8人の職員で運営しています。今後は、

現在実施中の処理場・ポンプ場施設の更新事業に加え、管路施設の点検・調査等の維持管理

業務、修繕・改築事業も実施していく必要があることから、適切な人員確保として下水道担

当職員8人を計上しています。 
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７－３．経営の基本方針 
 

下水道事業を取り巻く経営環境は、今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少

や保有する施設の老朽化に伴う更新需要の増大などにより厳しさを増している状況にあり

ます。本市では、このような経営環境においても、将来にわたって住民生活に重要な下水

道サービスの提供を安定的に継続するため、下水道ビジョンにおいて以下の基本方針と主

要な施策を示しています。 

基本方針  ： 「健全な事業経営による持続可能な下水道を目指す」 

主要な施策 ： 「経営基盤の強化と透明性の向上」「施設の適正な維持・管理」 

 

 

 

７－４． 投資・財政計画（収支計画） 

 

７－４－１． 投資・財政計画（収支計画） 

別紙のとおり 

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要 
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58 伊達市下⽔道ビジョン 

７－４－２． 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

 

（１）収支計画のうち投資についての説明 

目  標 
計画的な更新事業の実施による事業費の平準化 

 他事業と連携した効率的な雨水整備 

 

令和元年度～2 年度にかけて策定するストックマネジメント計画に基づき、処理場施設

・ポンプ場施設設備の更新や管渠施設の調査・更新を計画的に実施し、事業費の平準化を

図ります。また、街路事業とあわせた効果的な雨水整備の実施を予定しています。 

 

① 処理場・ポンプ場施設の更新及び設計 2020～2029 年度 

(令和 2～11 年度) 

計 2,325 百万円 

② 管路施設の調査・設計・更新 2025～2026 年度 

(令和 7～8 年度) 

計  369 百万円 

③ 雨水整備 2020～2029 年度 

(令和 2～11 年度) 

計   105 百万円 

 

 

 

（２）収支計画のうち財源についての説明 

目  標  効果的な事業実施による基準外繰入金の縮減 

 

使用料収入は、人口減少の影響による需要量の減少に伴い減少していく見込みです。 

企業債は、施設の更新事業等の建設財源として発行します。 

繰入金は、現在基準外繰入金に頼っている状況にありますが、整備当初に集中して発行

した企業債の償還が完了していく予定であり、効果的な事業実施による資本費の平準化に

よって基準外繰入金も縮減していく見込みとなっています。 

①用地収入 
2020 年度 

(令和 2 年度)
685 百万円 ～ 

2029 年度 

(令和 11 年度)
632 百万円 10 年計 6,585 百万円 

②企業債 
2020 年度 

(令和 2 年度)
284 百万円 ～ 

2029 年度 

(令和 11 年度)
181 百万円 10 年計 1,412 百万円 

③繰入金 
2020 年度 

(令和 2 年度)
519 百万円 ～ 

2029 年度 

(令和 11 年度)
218 百万円 10 年計 3,518 百万円 

(うち基準外)  (299 百万円)   (92 百万円)  (1,754 百万円) 
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（３）収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

職員給与費は、現行の事業実施体制が継続するものとして現行水準で推移するものとしま

した。 

動力費は、近年の実績から処理単価を設定し将来の処理水量に乗じることで設定しまし

た。 

修繕費は、近年の傾向が継続するものとして現行水準で推移するものとしました。 

 

① 職員給与費 2020～2029 年度（令和 2～11 年度）  計 679 百万円 

② 動力費   2020～2029 年度（令和 2～11 年度）  計 362 百万円 

③ 修繕費   2020～2029 年度（令和 2～11 年度）  計 280 百万円 
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７－４－３．投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討

予定の取組の概要 

 ７－４－１において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の 終年度

で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体

制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。 

* 7-4-1 において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった

検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。 

（１）今後の投資についての考え方・検討状況 

* 処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること 

広域化・共同化・ 

適化 

に関する事項 

本市の下水道事業は、都道府県汚水処理構想(全道みな下水道構想

4)において単独公共下水道に位置付けられており、現時点で 適な処

理区域となっています。 

 汚水処理施設共同整備事業（MICS）により、1 市 3 町（伊達市、豊

浦町、壮瞥町、洞爺湖町）のし尿・浄化槽汚泥を伊達下水終末処理場

※で処理しています。 

 広域化については、実施していない状況です。 

 今後は施設の 適化や近隣市町村との維持管理業務の広域化、汚泥

処理の広域化等について検討を進めていきます。 

投資の平準化 

に関する事項 

ストックマネジメント計画を踏まえて、リスクとサービスレベルを

考慮した投資計画を検討し、投資の平準化を図ります。 

民間活力の活用 

に関する事項 

（PPP/PFI など） 

本市の下水道事業の規模や今後の事業量等を考慮すると、本市単独

での民間活力の活用については困難であると考えられることから、近

隣市町村との広域化の検討等とあわせて検討を進めていきます。 

その他の取組 

本市の下水道事業の整備は概ね完了しており、今後は改築更新事業

が増加すると考えられます。ストックマネジメント計画等を踏まえて

適切に事業を実施していきます。 
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（２）今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに関

する事項 

定期的に下水道使用料の検討を行い、必要に応じて改定を実施し

ます。 

資産活用による収入

増加の取組について 

本市の下水道事業の規模から、現在の技術ではエネルギー利用等

について採算が確保できないと考えられます。そのため、技術開発

の動向を踏まえつつ、規模に応じた資産活用が可能と判断された場

合に検討を行う予定とします。 

その他の取組  国の補助制度等を活用し、効果的な事業実施に努めます。 

 

 

（３）投資以外の経費についての考え方・検討状況 

民間活力の活用に関する

事項（包括的民間委託等

の民間委託、指定管理者

制度、PPP/PFI など） 

本市の下水道事業の規模や今後の事業量等を考慮すると、本

市単独での民間活力の活用については困難であると考えられる

ことから、近隣市町村との広域化の検討等とあわせて検討を行

う予定とします。 

職員給与費に関する事項 
本市の下水道事業は一部適用であり、市全体での職員給与費

の検討結果を反映するものとなります。 

動力費に関する事項 
近年の実績より処理単価を設定し、推計しています。設定値

と大幅に乖離が生じる場合には見直しが必要となります。 

薬品費に関する事項 
薬品費は、維持管理の年間業務委託に含まれているため、薬

品費として計上していません。 

修繕費に関する事項 
ストックマネジメント計画の策定を行い、ライフサイクルコ

ストの 小化による対応（修繕・更新）に努めます。 

委託費に関する事項 

委託費は、主として処理場・ポンプ場施設の運転・維持管理

業務となり、処理規模には変更がないため、近年の実績を採用

しています。 

その他の取組 
改築更新において、設備等を取り替える場合には省エネ機器

の導入を検討し、経費の削減に努めます。 
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７－５． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

 

経営戦略の

事後検証、 

更新等に関

する事項 

原則として、中間年度の 2024 年度（令和 6 年度）に検証を実施して、計

画から大幅に乖離が見られた場合には速やかに計画の見直しを実施します。 

 経営戦略の更新は、原則として 10 年に 1 度を予定しますが、中間年度の

検証結果に応じて、計画の全面的な見直しが必要となった場合には、更新を

実施します。 
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下水道ビジョンに基づいた施策を展開するために、PDCAサイクルを構築し、事業の継続

的な改善に努めていきます。具体的には、整備目標の達成状況や経営状況を分析し、市民の

皆様に公表するなど、点検・評価を行い、適時計画を修正するとともに、次期計画（2030

年度（令和12年度）～）に反映させることとします。 

 

PDCA サイクルの構築 
 

Plan（計画の策定）
・施策の策定

　・目標の設定

Do（施策の展開）
　　・６つの主要な施策の推進
　　

Check（施策･経営の評価）
　　・目標達成状況の確認

・顧客満足度の把握

Action（改善の検討）
　　・未達成目標の対処
　　・新たな目標の設定

市　　民

伊達市
下水道事業

公表 参画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 点検・見直し 

ＰＤＣＡサイクルとは、プロジェクトの実行に際し、「計画をたて（ＰＬＡＮ）」、

「実行し（ＤＯ）」、「その結果を評価し（ＣＨＥＣＫ）」、「問題点を改善する

（ＡＣＴＩＯＮ）」という一連の工程を継続的に繰り返す仕組み（考え方）を指し、

最後の改善を次の計画に結び付け、螺旋状に品質の維持・向上や継続的な業務改善活

動などを推進するマネジメント手法のことです。 
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《あ行》 

一般会計  国及び地方公共団体における も基本的な経費の収支を扱う会計

で、特別会計に属さない財政を包括的、一般的に経理する会計の

こと。福祉や教育、消防など国民・住民に広く行われる事業にお

ける歳入・歳出の会計である。 

営業収支比率  業務活動によってもたらされた営業収益とそれに要した営業費用

とを対比して業務活動の能率を示すものであり、この比率が高い

ほど営業利益率が良いことを表し、これが 100％未満だと本来の

営業収支の面で支出超過が生じている。 

汚水処理施設共同整

備事業        

（ＭＩＣＳ事業） 

汚水処理施設の整備事業は、下水道事業をはじめ種々の事業が実

施されています。これらの汚水処理施設の中には共通する処理工

程等もあるため、下水道、合併処理浄化槽等複数の汚水処理施設

が共同で利用できる施設を整備し、施設整備の効率化を図る事業

である。 

汚水処理人口普及率 下水道・農業集落排水施設・合併処理浄化槽・コミュニティプラ

ント等、すべての生活排水処理施設により汚水処理が可能な人口

を合計し、行政人口に対する比率として、百分率で表す。 

汚水処理費 終末処理場やポンプ場、管渠など、汚水を処理するために必要な

施設の整備及び維持管理に要する経費。 

汚泥リサイクル率 下水汚泥の総発生量に対しリサイクルされている下水汚泥量の割

合を百分率で表した数値である。 

 

 

  

 用語解説 
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《か行》 

改築・更新 既存の施設の老朽化等により、施設の全部または一部（修繕に該

当するものを除く）の再建設あるいは取替えを行うことを改築と

いい、標準的な耐用年数に達した施設の再建設あるいは取替えを

行うことを更新という。 

合併処理浄化槽 トイレや台所、風呂などから流される生活排水を、各家庭に設置

された浄化槽内で微生物の働きを利用してきれいにする装置。し

尿のみを処理する単独処理浄化槽に比べて、全ての生活排水を処

理し、水質的には下水道に近い能力があることから、下水道や集

落排水が普及していない人口の散在する地域の生活排水対策とし

て効果的である。 

企業債（地方債） 建設費の財源として、国や地方公営企業等金融機構などから借り

入れる長期借入金のこと。 

熊本地震 2016 年（平成 28 年）4 月 14 日 21 時 26 分に熊本県熊本地方

を震源として発生した M6.5（暫定値）、震源の深さ 11km（暫

定値）の地震。震度 6 弱以上を 7 回、うち 2 回は震度 7 を観測

し、熊本県を中心に大きな被害を受けた。 

計画汚水量 目標年次（概ね７年後）において下水道により処理される予定の

汚水量。 

経常収支比率 歳出のうち人件費や公債費など経常的な支出に、市税などの経常

的収入がどの程度充当されているかを示す。財政構造の弾力性を

判断する指標で、比率が低いほど弾力性が大きいことを示す。 

経費回収率 汚水処理に要した費用に対する下水道使用料による回収程度を示

す指標。 
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《か行》 

下水汚泥 下水処理場等で固液分離処理を行うことで発生する泥状物質の総

称。汚泥の質や量は、原水の種類、処理方法、処理の程度によって

異なるが、通常、含水率が高く、有機物を含有し腐敗しやすい等の

共通点を有する。 

下水道ストック 

 

建設済みの下水道構造物。建設から年月が経過し、耐用年数に近づ

いた施設が増大しているため、計画的な改築や更新が必要となって

きている。 

下水道使用料    

（下水道条例） 

 

下水道の維持管理費等の経費に充てるため、下水道管理者が使用者

から徴収する料金を下水道使用料といい、この下水道使用料の徴収

基準などを定めたものが下水道条例である。 

下水道処理人口普及率 

 

行政区域内の総人口( 住民基本台帳人口) に占める公共下水道に接

続可能な区域内の人口の比率をいい、百分率で表す。 

下水道全体計画 

 

今までに下水道整備が終了している部分も含めて、将来、 終的に

どこまで公共下水道で整備しようと計画しているのか、その区域や

人口、及び汚水量などを策定したもの。 

下水道台帳  

 

下水道法で、その作成と保管が義務付けられた管路施設、ポンプ場

施設、処理場施設の位置、構造、仕様等及び設置時期を記載した台

帳。 

下水道長寿命化計画 

 

当初設置時点から数えて、標準耐用年数以上の使用年数が期待でき

る対策計画である。持続可能で安定的な下水道サービスの提供を行

うことを目的に、処理機能に重大な影響を及ぼす前に予防保全を行

うことで、ライフサイクルコストの 小化を図るとともに、維持管

理費用の平準化も図る。 
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《か行》 

下水道中期ビジョン 

 

2007 年（平成 19 年）6 月に「下水道政策研究委員会・下水道中

長期ビジョン小委員会」において取りまとめられた報告書で、下水

道ビジョン 2100 の実現に向けた中期（概ね 10 程度）の下水道

施策のあり方が提示されている。人口減少の本格化や厳しい財政状

況、気候変動等の下水道をとりまく社会等の諸情勢を勘案して、５

つの項目について整備目標と具体的施策が取りまとめられている。 

下水道長寿命化 

支援制度 

ライフサイクルコストの 小化を目的とした長寿命化計画の策定に

要する経費を補助対象とする事業制度。 

下水道ビジョン 2100 

 

2005 年（平成 17 年）9 月に「下水道政策研究委員会・下水道中

長期ビジョン小委員会」において取りまとめられた報告書で、10

0 年という長期の将来像を見据えた下水道の方向性、それらを具現

化する様々なアイデアが提示されている。「循環のみち」をコンセ

プトとして「水のみち」「資源のみち」「施設再生」の３つの基本

方針を提示しており、それぞれの方針を実現するための施策メニュ

ーと具体内容が取りまとめられている。 

下水道法事業認可 

 

下水道事業を行う場合に必要となる、下水道法に基づく国土交通大

臣又は知事による認可であり、認可を受ける際には、概ね７年の期

間で下水道による整備を行う予定区域を定めた事業認可計画を策定

しなければならない。 

嫌気性消化 

 

下水汚泥を処理する方法のひとつであり、汚泥中の有機物を嫌気性

微生物により分解し、汚泥の減容化と安定化を図る手段である。 

公営企業  

 

都道府県や市町村などの地方公共団体が、地域住民の福祉の増進を

目的として事業を経営する企業体のことであり、下水道、水道、工

業用水道、団地開発、電力、ガス、観光施設、病院などがある。 
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《か行》 

公共用水域  

 

水質汚濁防止法では、｢河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共の用

に供される水域、及びこれに接続する公共溝渠、かんがい（灌漑）用水

路、その他公共の用に供される水路｣と規定されている。下水道では、

公共下水道の雨水きょならびに都市下水路等が該当する。  

国勢調査 

 

日本国内に住んでいるすべての人を対象とする国の も基本的な調査

で、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、5 年ごとに行われ

る。国勢調査の結果は、衆議院の小選挙区の画定基準、地方交付税の算

定基準など、多くの法令でその利用が明記されている。 

《さ行》 

資本費平準化債 

 

下水道整備は、先行投資が多額となる事業であるが、供用開始当初は有

収水量も少なく、借金返済のための原資がない。そこで、供用開始当初

の負担を軽減し、かつ、世代間の負担の公平を図るため、先行投資の負

担の一部を後年度に繰り延べ、起債償還額を平準化するために発行する

起債を資本費平準化債という。 

終末処理場 下水道の汚水を浄化し、河川、湖沼または海へ放流する施設。 

消化ガス 

 

嫌気性消化の過程で発生するガスを消化ガスと呼び、その主成分はメタ

ン（ＣＨ４）及び二酸化炭素（ＣＯ２）であることから燃料として用い

ることができる。 

新下水道ビジョン 2014 年（平成 26 年）7 月に「下水道政策研究委員会」において取り

まとめられたもので、社会経済情勢の変化に対応し、管理運営時代の新

たな下水道の政策体系として策定された。 

新下水道ビジョン 

加速戦略 

2017 年（平成 29 年）8 月に「新下水道ビジョン加速戦略検討員会」

において取りまとめられたもので、「新下水道ビジョン」策定後の社会

情勢の変化を踏まえ、今後取組みを加速する施策として、官民連携の推

進、下水道の付加価値向上等 8 つの重点項目について国が 5 ヵ年程度

で実施すべき施策が示されている。 
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《さ行》 

浸水  

 

大雨により地域、家屋等が水につかる現象で、地域はその面積、家屋は

床上、床下の浸水戸数で表現する。道路等は冠水という。  

水質保全  

 

環境保全のうち、水質に関わるもの。人間の産業活動や事業活動により

排出される汚染物質を規制、抑制し、水質の汚染を防止することによ

り、水質の将来的な維持を行うこと。 

水洗化率 

 

公共下水道に接続可能な区域内人口に対して、実際に接続している人口

の比率をいい、百分率で表す。 

水洗便所改造等資

金貸付制度 

 

下水道処理区域になるとトイレの水洗化が法律で義務づけられるため、

水洗化に当たって、住民の方々の経済的負担をなるべく少なくできるよ

うに、水洗便所への改造工事と排水設備工事を行う方に資金を貸付ける

制度。 

ストックマネジメント

  

 

既存の建築物（ストック）を有効に活用することで、施設の長寿命化を

図り、ライフサイクルコストを低減する技術体系及び管理手法の総称。

ただ単純に、古くなったという理由から施設を解体して新築を繰り返

す、いわゆる「スクラップ＆ビルド」とは違う考え方となり、施設の社

会的需要や老朽度の判定、改修時の費用対効果等を総合的に勘案した上

で、解体、用途変更、改修、改築など、その施設にとってどれがよりよ

い方法なのか判断することができる。 

ストックマネジメント

計画 

下水道施設全体の中長期的な施設状態を予測しながら維持管理、改築を

一体的に捉えて計画的・効率的に管理するために、事業方針や実施計画

を定めている。 
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《た行》 

単独公共下水道  

 

主として市街地における下水を排除し、または処理するために地方公共

団体が管理する下水道を公共下水道といい、終末処理場を有するものを

単独公共下水道、流域下水道に接続するものを流域関連公共下水道とい

う。 

単独処理浄化槽  

 

トイレからの汚水（し尿）のみを処理する浄化槽。なお、単独処理浄化

槽は、浄化槽法により平成 13 年以降新規に設置することは認められて

いない。 

東北地方太平洋沖

地震 

2011 年（平成 23 年）3 月 11 日 14 時 46 分に宮城県牡鹿半島の東

南東沖 130km を震源として発生した M9.0、震源の深さ 24km の地

震。 

特定環境保全公共

下水道 

 

湖 沼 周 辺 地 域 等 の 自 然 環 境 の 保 全 又 は 農 山 漁 村 に お け る 生 活 環

境 の 改 善 を 図 る た め 、 市街化区域以外において設置される公共下水

道である。 

独立採算 

 

公営企業の場合、自治体が経営する企業として施設の建設や維持管理に

必要な経費はその経営に伴う収入を充てて経営するという原則。 

《な行》 

新潟県中越地震 

 

2004 年（平成 16 年）10 月 23 日 17 時 56 分に、新潟県中越地方

を震源として発生した M6.8、震源の深さ 13km の直下型の地震。 
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《は行》 

バイオマス 

 

生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、一般的には「再生可能

な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。バイオマスの種類

は多岐に渡り、廃棄物系のもの、未利用のもの及び資源作物（エネルギ

ーや製品の製造を目的に栽培される植物）がある。廃棄物系のものとし

ては、廃棄される紙、家畜排せつ物・食品廃棄物・建設発生木材・製材

工場残材・黒液（パルプ工場廃液）・下水汚泥・し尿汚泥 等があげら

れ、未利用のものとしては、稲わら・麦わら・もみ殻・林地残材（間伐

材、被害木等）等が、エネルギー作物としては、さとうきびやトウモロ

コシなどの糖質系作物やなたねなどの油糧作物があげられる。 

ＢＯＤ 生物化学的酸素要求量（Biochemical Oxygen Demand の略）で，

水中の汚染物質（有機物）が微生物により浄化されるときに必要となる

酸素量のこと。この値が大きいほど，水が汚れていることを示す。 

フレックスプラン  

 

終末処理場から離れている地域では、下水道が整備されるまで相当の年

月を要することから、これらの地域で、早急に下水道整備が求められる

地域において、終末処理場とは別に中間的な処理施設を設置し、暫定的

に下水処理を開始する整備方式のこと。 

北海道胆振東部地

震 

2018 年（平成 30 年）9 月 6 日 3 時 7 分に胆振地方中東部を震源と

して発生した M6.7（暫定値）、震源の深さ 37km（暫定値）の地震。

厚真町で震度７が観測され、胆振地方を中心に大きな被害を受けた。 

北海道地方下水道

ビジョン 

 

2008 年（平成 20 年）3 月に北海道開発局において取りまとめられた

報告書で、北海道の各地方公共団体が下水道ビジョンを策定する際の指

針であり、基本理念を「北の大地を支える持続可能な下水道」として、

その実現に向け、「目標像」、「事業目標」、「中長期的方向性」、

「事業を推進するための取組み」の４階層の施策体系が定められてい

る。 

北海道南西沖地震 1993 年（平成 5 年）7 月 12 日、北海道の奥尻島付近で発生したマ

グニチュード 7.8 の地震で、奥尻島を中心に津波による大きな被害を

受けた。 
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《ま行》 

マンホールポンプ

（マンホール形式 

ポンプ場）  

 

小規模下水道等の小集落地域におけるコスト削減や、地形的に自然勾配

で流下させることが困難な狭小区域の下水を排水するため、マンホール

内に設置した小型水中ポンプにより揚水して排除する施設。  

水環境  

 

水域の水量及び水質、水辺空間、生態系に加え、景観、文化の要素を包

含する概念。 

《や行》 

有収水量  

 

下水道で処理された汚水量のうち、家庭や工場で使用され、下水道使用

料を徴収することのできる水量。 

予定処理区域面積 

 

目標年次（概ね７年後）に下水道の整備が完了する予定の区域面積。 

予定処理人口 

 

目標年次（概ね７年後）に予定処理区域に居住する人口で、下水道によ

り汚水が処理される人口となる。 

《ら行》 

ライフサイクルコスト

（LCC） 

ある施設における初期建設コストと、その後の維持管理費用等を含めた

生涯費用の総計。  

 

 

 



  

自然・まち・ひとにやさしい下水道 
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